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清
朝
は

一
六
世
紀
に
お
け
る
東
北
ア
ジ
ア
の
地
で
、
ヌ
ル
ハ
チ
が
萬
暦

一
一
年

(
一
五
八
三
)
に
挙
兵
し
て
以
降

、
つ
い
に
は
最
後
の
中

華
帝

国
と
し
て
広
大
な
版
図
を
統
合
す
る
に
至

っ
た
王
朝
で
あ
る

。
清
朝
を
支
え
る
社
会

・
軍
事
組
織
は
八
旗

で
あ

っ
た
が
、
ヌ
ル

ハ

チ
は
政
権
に
帰
属
し
た
氏
族

・
部
族
の
血
縁

・
地
縁
を
な
る
べ
く
保
存
し
て
、
八
旗
を
構
成
す
る
最
小
の
単
位
で
あ

る

ニ
ル

(
n
i
r
u
牛
景
)

に
再
編
成
し
た
。
そ
し
て
自
ら
は
正
黄

・
鈹
黄
二
旗
を
支
配
す
る
と
と
も
に
、
諸
子
を
旗
王
と
し
て
各
旗
に
分
封
し
、
旗
の
統
率
を
委
ね
た
。

順
治
年
間
以
降
、
皇
帝
は
正
黄

・
鑛
黄

・
正
白
旗

(
こ
れ
を
上
三
旗
と
呼
称
)
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
八
旗
に
お
い
て
さ
ら
に
卓
越
し

た
地
位
を
得
る
に
至

っ
た
。

こ
れ
ま
で
清
朝
の
政
治
史

・
制
度
史
研
究
は
、
部
族
的
な
要
素
を
濃
厚
に
残
す
八
旗

の
連
合
体
制

(以
下
こ
れ
を

研
究
史

の
通
例
に
従
い

連
旗
制
と
呼
称
)
か
ら
、
有
力
旗
王
の
権
限
剥
奪
や
官
制
整
備
な
ど
に
よ
る
皇
帝
権

の
確
立

・
中
央
集
権
化

へ
の
過
程
に

つ
い
て
多
く
の
優

れ
た
業
績
を
残
し
て
い
る
.、
し
か
し
近
年
、
八
旗
制
か
ら
清
朝
の
国
家
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
あ
る
が
、
な
か
で
も
我
が
国
に

お
い
て
は
入
関
以
前
で
は
杉
山
清
彦
氏
、
清
朝
が
中
国
内
地
を
支
配
す
る
入
関
以
後
で
は
鈴
木
真
氏
が
精
力
的
に
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

清

朝

入

関

後

に

お

け

る

内

廷

と

侍

従

集

団

は

じ

め

に

内

田

直

文

順
治

・
康
煕
年
間
を
中
心
に



両
氏

は
、
分
封
さ
れ
た
旗
王
が
所
属
の
旗
人
と
の
主
従
関
係
を
も
と
に
自
旗
を
領
有
し
、
王
朝
内
で
権
利
義
務
を
均

分
す
る
八
分
体
制
が
維

持
さ
れ
、
清
朝
皇
帝
は
あ
く
ま
で
自
己
の
支
配
す
る
上
三
旗
に
の
み
に
権
限
を
有
し
て
旗
王
権
力
に
介
在
で
き
ず
、
連
旗
制
が
存
続
す
る
こ

と
を
論
じ
る

。

こ
う
し
た
見
解
に
つ
い
て
谷
井
陽
子
氏
は
、
旗
王
と
旗
人
と
の
主
従
関
係
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
い
ま
ま
、
い
わ
ば
自
明
の
前
提
と
し
て

連
旗
制
や
清
朝
の
国
家
構
造
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
根
本
的
な
問
題
を
指
摘
し
、
八
旗
は
当
初
よ
り

ハ
ン

・
皇
帝
の
も
と
集
中
管
理
さ
れ
る

集
権
的
な
体
制
で
あ
る
と
す
る
.、
ま
た
杜
家
騨
氏
は
、
ヌ
ル
ハ
チ
時
代
か
ら
清
末
に
至
る
八
旗
制
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
八
分
体
制

は
次
第
に
瓦
解
し
、
従

っ
て
旗
王
権
力
も
弱
体
化
し
て
官
僚
制

へ
組
み
込
ま
れ
て
い

っ
た
こ
と
を
論
じ
る

。

右

の
よ
う
な
八
旗
制
に
関
す
る
研
究
状
況
に
つ
い
て
筆
者
は
、
清
朝
政
権
が
連
旗
制
か
ら

ハ
ン

・
皇
帝
を
軸
と
す

る
集
権
体
制

へ
と
質
的

な
変
容
を
た
ど
る
こ
と
は
必
然

の
趨
勢
で
あ
る
と
の
認
識
に
立

つ
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
三
点

の
解
明
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
各
旗
の
旗
人
や
族
群
レ
ベ
ル
ま
で
掘
り
下
げ
た
清
朝
皇
帝
の
権
力
構
造
の
動
態
的
な
形
成
過
程
、
皇
帝

の
側
近

集
団

の
構
成
と
そ
の
特
質
、
さ
ら
に
そ
の
総
体
と
し
て
の
皇
帝
権
力
と
旗
王
権
力
の
構
造
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
順
治

・
康
煕
年
間
に

お
け
る
内
廷
と
侍
従
集
団
の
形
成
を
考
察
す
る
所
以
で
あ
る
。

前
稿
で
は
康
煕
帝
が
実
質
的
な
親
政
を
開
始
し
た
康
煕
八
年

(
一
六
六
九
)
に
、
そ
の
即
位
の
際
に
輔
政
大
臣
の
任
に
あ
た

っ
た

エ
ビ
ル

ン

(
e
b
i
l
u
n

遇
必
隆
)
と
そ
の
子
息
を
内
廷
に
入
れ
、
御
前
大
臣

・
御
前
侍
衛

・
乾
清
門
侍
衛
か
ら
な
る
内
廷
の
侍
従
集
団

(以
下
本
稿
で

は
御
前
侍
衛

・
乾
清
門
侍
衛
を
内
廷
侍
衛
と
仮
称
)
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

。
し
か
し
、

何
故
に

エ
ビ
ル
ン

一

族
が
内
廷
と
そ
の
侍
従
集
団
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
の
か
十
分
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

こ
の
侍
衛
は
も
と
も
と
満
洲
語
で
ヒ
ヤ

(
h
i
y
a

轄

・
蝦
)
と
呼
ば
れ
、
ヌ
ル
ハ
チ
の
家
人
の
機
能
が
次
第
に
分
化

し
て
護
衛
を
専
門
と
す

る
ヒ
ヤ
集
団
が
生
ま
れ
、
ヌ
ル

ハ
チ
や
旗
王
ら
の
近
辺
警
護
に
あ
た

っ
て
い
た

..。)。
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
時
代
に
こ
の
侍

衛
を
率
い
る
側
近
と

し
て
の
内
大
臣
が
形
成
さ
れ

、
さ
ら
に
康
煕
時
代
以
降
に
な
る
と
皇
帝

の
プ
レ
ー

ン
と
し
て
内
廷
に
常
時
入
直

し
、
清
朝
の
版
図
統
合

に
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
御
前
大
臣
と
そ
の
内
廷
侍
衛
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。



順
治
朝
に

つ
い
て
、
す
で
に
谷
井
俊
仁
氏
が
入
関
以
前
の
連
旗
制
か
ら
専
制
体
制

へ
と
変
容
を
な
す
過
渡
期
に
あ
た
り
、
清
朝
の
政
権
構

造
を
分
析
す
る
う
え
で
重
要
な
時
代
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
久
し
い

(8
)。
氏
は
特
に
満
漢
問
題
に
触
れ
、
清
朝
を
満
洲
人
と
漢
人
の
融

合
に
よ
り
生
じ
た
新
た
な

「中
華
帝
国
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
が
、
清
朝
皇
帝
が
連
旗
制
を
解
体
し
、
独
自
の
専
制
体

制
を
確
立
し
て
い
く
要
因
に
、
宮
崎
市
定
氏
が
明
ら
か
に
し
た
皇
帝
を
中
心
と
す
る
文
書
処
理
の
側
面
と

、
口
頭
体
制
か
ら
文
書
体
制

へ
の
政
治
形
態
の
移
行
と
に
着
目
す
る
。

前
稿
に
お
い
て
谷
井
氏
の
示
唆
を
受
け
、
順
治
初
年
の
容
親
王
ド
ル
ゴ
ン
摂
政
期

(
一
六
四
三
～

一
六
五
〇
)
に
お
け
る
朝
廷
決
議
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
ド
ル
ゴ
ン
摂
政
期
に
文
書
行
政
化
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
旗
王

・
旗
人
間
の
党
争
が
旗
属
や
姻
戚
関

係
を
越
え
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
当
該
時
期
を
集
権
化
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
必
要
性
を
論
じ
た
。
さ
ら
に
ド
ル
ゴ
ン
摩
下
の

正
白
旗
を
順
治
帝
が
接
収
し
た
際
、
皇
帝

の
上
三
旗
を
掌
握
し
、
既
成

の
内
大
臣
の
組
織
よ
り
も
上
位
で
侍
衛

の
統
合
を
は
か
る

「領
侍
衛

内
大
臣
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

。

し
か
し
、
順
治
帝
親
政
以
後
の
朝
廷
決
議
の
変
遷
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

従
来

の
研
究
で
は
、
朝
廷
決
議
機
関
の
変
遷
に
つ
い
て
詳
細
な
成
果
が
あ
る
も
の
の

、
入
関
後
の
順
治

・
康
煕
年
間
の
内
廷
が
、

い

か
な
る
空
間
的

・
政
治
的
機
能
を
担

っ
た
の
か
未
解
明
の
状
況
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
内
廷
を
管
掌
し
か
つ
皇
帝

の
侍
従
集
団
と
な
る
御
前
大

臣
と
内
廷
侍
衛
の
形
成
に
つ
い
て
、
前
稿
で
動
態
的
な
解
明
を
行

っ
た
が
、
特
定
の

一
族
が
何
故
そ
れ
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か

検
討
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
二
点

の
解
明
は
、
自
ず
と
順
治

・
康
煕
年
間
に
お
け
る
皇
帝
権
力
の
形
成
過
程
と
そ
の
旗
王
権
力
の
超
克
に
関

わ
り
、
清
朝
政
権
の
構
造
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

よ

っ
て
本
稿
は
、
清
朝
入
関
後
、
特
に
順
治
帝

の
親
政
か
ら
そ
の
皇
位
を
継
承
し
た
康
煕
帝

の
親
政
前
後
に
至

る
内
廷
と
侍
従
集
団
の

形
成

に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
清
朝
皇
帝
の
権
力
構
造
の

一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一

順

治

帝

の

親

政

と

乾

清

宮

の

再

建



が
で
き
な
か

っ
た
。

よ

っ
て
本
節

で
は
、
順
治
帝
親
政
以
後
に
お
け
る
政
局
の
推
移
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
順
治
帝

へ
政
務
決
裁
の

一
元
化
が
は
か
ら
れ
、

皇
帝
執
政

の
場
と
し
て
内
廷
に
乾
清
宮
が
再
建
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

順
治
七
年

(
一
六
五
〇
)

一
二
月
に
ド
ル
ゴ
ン
が
巡
行
先
の
喀
劇
城
で
急
死
す
る
と
、
順
治
帝
は
翌
年
に
親
政
を
開
始
し
た
。
ま
ず
、
皇

帝
の
諮
問
機
関
で
あ
る
内
三
院
衙
門
を
紫
禁
城
内
に
移
し

、
ド
ル
ゴ
ン
摂
政
期
に
廃
止
さ
れ
た
管
理
部
務
王
を
再
び
任
用
し
て
、
六
部

と
理
藩
院

・
都
察
院
の
各
政
務
を
監
督
管
理
さ
せ
た

。
吏
部
に
は
ヌ
ル
ハ
チ

の
第

二
子
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
第
七
子

・
正
紅
旗
巽
親
王
マ
ン

ダ

ハ
イ

(
m
a
n
d
a
h
a
i

満
達
海
)、
戸
部
に
は
ヌ
ル

ハ
チ
の
庶
子
ア
バ
タ
イ
の
第
三
子

・
正
藍
旗
端
重
郡
王
ポ

ロ

(
b
o
r
o
博
洛
)
、
禮
部
に
は

ヌ
ル

ハ
チ
の
長
子
チ

ュ
エ
ン
の
第
三
子

・
鑛
紅
旗
敬
謹
郡
王
ニ
カ
ン

(
n
i
k
a
n

尼
堪
)
が
任
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
名
は
親
政
前
年
の

順
治
七
年
二
月
よ
り
六
部
の
管
理
を
任
さ
れ
て
お
り
、
ド
ル
ゴ
ン
摂
政
期
に
お
い
て
も
政
権
内
で
重
任
を
担

っ
て
い
た
。
兵
部
に
は
ホ
ン
タ

イ
ジ

の
第
五
子

・
鑛
紅
旗
承
澤
親
王
シ
ョ
セ

(
s
o
s
e
碩
塞
)、
刑
部
に
は
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
子
サ

ハ
リ
ャ
ン
の
第
二
子

・
正
紅
旗
順
承
郡
王
レ

ク
デ

フ
ン

(
l
e
k
d
e
h
u
n

勒
克
徳
渾
)
、
工
部
に
は
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
第
四
子

・
正
紅
旗
謙
郡
王
ワ
ク
ダ

(
w
a
k
d
a
瓦
克
達
)
、
都
察
院
に
は
ヌ
ル

ハ
チ

の
弟
ム
ル
ハ
チ
の
子

・
鑛
白
旗
固
山
貝
子
ウ
ダ

ハ
イ

(
u
d
a
h
a
i

呉
達
海
)、
理
藩
院
に
は
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
子

ヨ
ト
の
第
三
子

・
鑛
紅
旗

多
羅
貝
勒
カ
ル
チ

ュ
フ
ン

(
k
a
l
c
u
h
u
n

喀
爾
楚
渾
)
が
任
用
さ
れ
た

(B)。
各
旗
王
の
系
譜
に
つ
い
て
は

【図
1
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。

管
理
部
務
王
に
は
紅
旗
旗
王
家
を
中
心
に
み
な
有
力
な
旗
王
が
任
用
さ
れ
、
自
己
が
監
督
管
理
す
る
部
院
の
案
件

を
審
議
処
理
し
た
。
重

要
な
案
件
に
つ
い
て
は
国
政
の
最
高
決
議
機
関
で
あ
る
議
政
王
大
臣
会
議
に
諮

っ
た
が
、
そ
の
全
員
が
議
政
王
に
も
任
用
さ
れ
て
お
り

、

年
若

い
順
治
帝
の
親
政
を
支
え
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
翌
年

の
順
治
九
年

(
一
六
五
二
)
二
月
の
マ
ン
ダ

ハ
イ
を
初
め
に
、
三
月
に
は
ポ

ロ
・
レ
ク
デ
フ
ン
、

八
月
に
は
ワ
ク
ダ

・
カ

ル
チ

ュ
フ
ン
が
相
次

い
で
逝
去
し
、

一
一
月
に
は
ニ
カ
ン
が
陣
没
す
る
な
ど
管
理
部
務
王

・
議
政
王
に
任
用
さ
れ
た
旗
王
の
ほ
と
ん
ど
が

一

年
の
間
に
亡
く
な
る
。
こ
れ
ら
旗
王
の
死
に

つ
い
て
史
料
は
多
く
を
語
ら
な

い
が
、
同
年
三
月
に
は
ド
ド

(
d
o
d
o
多
鐸
)
と
ド

ニ

(
d
o
n
i

多
尼
)
父
子
が
兄
で
あ
り
伯
父
で
あ
る
ド
ル
ゴ
ン
の
専
権
を
問
わ
れ
て
爵
位
が
降
さ
れ
、
ド
ル
ゴ
ン
に
与
し
た
主
要
な
旗
人
の
処
分
が
行
わ



【図1】 八旗 旗 王 の 系譜

※杜家験 『清皇族與 国政 関係研 究』(五 南 図書出版公 司、1998年)35～36頁 を もと
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れ
た

童
。
ま
た
同
月
に
は
管
理
部
務
王
自
体
が
廃
止
さ
れ

、
翌
四
月
に
は
ワ
ク
ダ
と
ド

ニ
が
議
政
王
を
罷
免
さ
れ

る

。
さ
ら
に
順
治

一
二
年

(
↓
六
五
五
)
に
は
ド
ル
ゴ
ン
兄
弟
と
そ
の
派
閥
に
対
す
る
罪
が
確
認
さ
れ
た
後
に
、
ワ
ク
ダ

・
シ
ョ
セ
が
逝
去
す
る
の
で
あ
る

。

勿

論
、
病
卒
や
陣
没
の
者
も
あ
り
、

一
概
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
順
治
九
年
に
は
多
く
の
有
力
な
旗
王
が
相
次
い

で
逝

去
す
る
か
政
権
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
管
理
部
務
王
も
廃
止
さ
れ
る
な
ど
、
順
治
政
権
の
構
造
が
大
き
く
変
容
す
る
分
岐
点
と
な

っ
た
こ

と
は
間
違

い
な
い
。
事
実
、
議
政
王
が
不
在
と
な

っ
た
後
の
順
治
九
年

一
〇
月
に
は
、
鑛
藍
旗
鄭
親
王
ジ
ル
ガ
ラ
ン
の
子

・
世
子
ジ
ド
ゥ
(
j
i
d
u

濟
度
)
と
敏
郡
王
レ
ド
ゥ

(
l
e
d
u

勒
度
)
、
正
藍
旗
饒
絵
親
王
ア
バ
タ
イ
の
子

・
安
郡
王
ヨ
ロ

(
y
o
l
o
岳
楽
)、
さ
ら
に
ジ
ル
ガ
ラ
ン
の
弟
の

フ
ィ
ヤ
ン
グ

の
子

・
鈹
藍
旗
多
羅
貝
勒
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン

(
s
a
n
g
s
a
n

尚
善
)
、
安
平
貝
勒
ド
ウ
ド
ゥ
の
長
子

・
鑛
紅
旗
多
羅
貝
勒
ド
ゥ
ル
フ

(
d
u
r
h
u

杜
爾
砧
)
が
議
政
王
に
任
命
さ
れ

、
総
じ
て
両
藍
旗

・
鑛
紅
旗
か
ら
主
な
任
用
が
行
わ
れ
て
議
政
王
大
臣
会
議
が
再
構
成
さ
れ

た
。

周
知
の
よ
う
に
正
藍
旗
は
天
聡
九
年
の
マ
ン
グ
ル
タ
イ
謀
反
事
件
で
解
体
さ
れ
た
後
に
、
主
に
黄
旗
旗
人
に
よ
る
再
編
が
行
わ
れ
、
ホ

ン
タ
イ
ジ

の
長
子
ホ
ー
ゲ
と
ヌ
ル
ハ
チ
の
庶
子
ア
バ
タ
イ

・
ポ

ロ
父
子
が
領
有
し
た
旗
で
、
鑛
藍
旗
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
弟

シ
ュ
ル
ガ
チ
の
多
く

の
諸

子
が
分
有
し
た
旗
で
あ
る
.、
さ
ら
に
鑛
紅
旗
は
ダ
イ
シ
ャ
ン
の
諸
子
と
、
ヌ
ル
ハ
チ
に
処
分
さ
れ
た
長
子
チ

ュ
エ
ン
の
諸
子
孫
が
分
有

し
て
お
り
、
当
該
時
期
の
議
政
王
の
任
命
は
、
政
権
内
に
お
け
る
旗
王
の
世
代
交
代
を
促
し
、
し
か
も
八
旗
内
で
比
較
的
脆
弱
な
基
盤
の
旗

王
を
中
心
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ

ら
に
旗
人
の
六
部
官

・
護
軍
統
領

・
固
山
額
真
ク
ラ
ス
を
中
心
に
議
政
大
臣
の
任
命
が
順
治
八

・
九
年

の
間
に
断
続
的
に
行
わ
れ
、
こ

れ
ま

で
に
は
な
い
構
成
員

の
充
実
を
み
た

。
特
に
議
政
王
の
任
命
が
行
わ
れ
た
九
年

一
〇
月
に
は
、
新
た
に
萢

文
程

・
ヒ
フ

ェ

(
h
i
f
e

希
福

)
・
エ
セ

ヘ
イ

(
e
s
e
h
e
i

額
色
黒
)
ら
内
院
大
学
士
が
議
政
大
臣
に
加
え
ら
れ
る
が
、
大
学
士
の
議
政
大
臣
任
命
は
従
来
見
ら
れ
な

い

も
の
で
あ
る
。
同
年
正
月
に
は
ド
ル
ゴ
ン
と
共
に
輔
政
王
と
し
て
順
治
帝

の
親
政
ま
で
の
政
務
を
任
さ
れ
て
い
た
ジ

ル
ガ
ラ
ン
に
題
奏
本
章

(清

朝
の
公
文
書
で
あ
る
題
本

・
奏
本
の
総
称
。
以
下
、
本
章
と
略
称
)
の
内
容
に

つ
い
て
報
告
す
る
の
を
や
め
、
順
治
帝

へ
直
接
本
章
の

提
出
を
求
め
た

。
さ
ら
に
各
省
漢
官

へ
下
す
勅
書

・
詔
旨
の
形
式
が
定
め
ら
れ
、
同
年
七
月
に
は
本
章
の
格
式
統

一
に
つ
い
て
指
示
さ

れ
て
お
り

、
順
治
九
年
は
順
治
帝
を
中
心
と
し
た
朝
廷
決
議

・
文
書
行
政

の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



順
治
帝
は
実
際
に
政
治
を
執
る
よ
う
に
な
る
と
、
外
廷
の
太
和
殿
で
大
学
士
や
部
院
官
を
謁
見
し
て
政
務
処
理
を
行
う
と
同
時
に

、

順
治

一
〇
年

(
↓
六
五
三
)
に
は
内
院
衙
門

へ
赴
い
て
、
本
章
の
閲
覧
や
大
学
士
ら
に
政
事
に

つ
い
て
の
諮
問
を
行
う

よ
う
に
な

っ
た

。

さ
ら
に
太
和
殿
で
満
洲
人
官
僚

の
み
謁
見
し
て
い
た
の
を
や
め
、
内
院

・
六
部

・
都
察
院

・
通
政
使
司

・
大
理
寺
所
属
の
満

・
漢
侍
郎
以

上
の
大
臣
が
公
に
会
し
て
上
奏
を
行
い
、
必
要
が
有
れ
ば
事
案
に
詳
し
い
官
員
を
引
見
し
て
審
議
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
ま
た
、
各
部
院
官

が
面
奏
し
た
案
件
を
審
議
し
た
の
ち
に
皇
帝
が
口
頭
で
批
答
を
与
え
、
部
院
官
は
本
章
を
衙
門
に
持
ち
帰

っ
て
批
署

(皇
帝
が
述
べ
た
諭
旨

を
記
録
)
し
、
内
院
に
送
る
こ
れ
ま
で
の
決
議
方
式
を
改
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
各
官
が
面
奏

の
後
に
本
章
を
提
出
し
て
退
き
、

皇
帝

が
満
漢
合
壁
の
諭
旨
を
批
書
し
て
か
ら
内
院
に
発
給
し
、
内
院
に
お
い
て
朱
筆
で
本
章
に
諭
旨
を
書
写
し

(朱
筆
の
諭
旨
を
奉
じ
た
本

章
を
紅
本
と
称
す
る
)
、
政
務
処
理
に
関
わ
る
六
科
に
転
送
し
て
、
六
科
で
紅
本
の
抄
本
を
作
成
し
て
関
係
各
衙
門

に
通
達
施
行
さ
せ
る
こ

と
と
な

っ
た
。
こ
の
紅
本
は
月
末
に

一
括
し
て
内
院

へ
返
却
さ
れ
た

。

三
月
に
は
満
文
に
よ
る
本
章
の
格
式
が
定
め
ら
れ

、
四
月
に
は
機
密
や
弾
劾
に
関
わ
る
内
容
の
本
章
に

つ
い
て
は
実
封
し
て
提
出
す

る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
お
り

、
本
章
に
よ
る
文
書
制
度
が
次
第
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

順
治
帝
は
順
治
九
年
以
降
、
有
力
旗
王
を
政
権
か
ら
排
斥
し
、
議
政
王
大
臣
会
議
を
旗
人
ら
に
よ
る
議
政
大
臣
を
中
心
と
し
た
審
議
の
場

へ
と
再
編
成
す
る
と
同
時
に
、
本
章
提
出
後
に
自
ら
が
最
終
的
な
決
定
を
下
す
朝
廷
決
議
を
行
う
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の
際
に
順
治
帝
が
下

し
た
諭
旨
を
大
学
士

へ
伝
達
す
る
役
職
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
順
治

一
〇
年
に
宦
官

十
三
衙
門
を
設
置
し

、
内
廷
に
お
け
る
皇

帝
執
政
の
場
と
し
て
、
乾
清
宮

の
再
建
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

乾
清
宮
は
す
で
に
順
治
元
年
七
月
に
は
そ
の
建
造
が
命
じ
ら
れ
、
翌
年
五
月
に
は
完
成
を
見
る
に
至

っ
て
い
る

。
た
だ
し
、
以
下
に

見
る
戸
科
給
事
中
周
曾
獲
の
上
奏
に

「頃
者
肇
建
乾
清
宮
。
皇
上
念
財
用
而
惜
民
力
、
特
出
内
努
、
無
累
百
姓
。
大
小
臣
工
、
誰
不
感
服
。」

と
あ

る
よ
う
に

、
お
そ
ら
く
荒
廃
に
任
せ
て
お
り
、
皇
帝
権

の
強
化
が
推
進
さ
れ
た
当
該
時
期
に
再
建
案
が
持
ち
上
が

っ
た
の
で
あ

っ

た
。こ

の
乾
清
宮
を
め
ぐ
っ
て
、
戸
科
給
事
中
周
曾
獲
は
、
天
変
地
異
に
よ

っ
て
民
力
が
疲
弊
し
て
お
り
、
時
期
の
不
適
切
さ
を
以
て
再
建
を



見
合
わ
せ
る
よ
う
上
奏
を
行

っ
て
い
る

。
そ
れ
に
つ
い
て
順
治
帝
は
、
上
奏

の
内
容
を
是
と
し
な
が
ら
も
、
都
合
に
よ
り
翌
年
に
再
建

が
で
き
な
い
た
め
、
吉
日
を
選
ん
で
今
年
度
中
に
工
事
を
開
始
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
ま
た
満
洲
人
官
僚
か
ら

も
反
発
が
あ

っ
た
が
、

そ
れ

は
順
治
帝

へ
の
集
権
化
傾
向
を
暗
に
批
判
す
る
内
容
で
あ

っ
た
。
都
察
院
左
都
御
史
屠
頼
ら
の
上
奏
に
、

向
來
部
院
事
務
、
倶
諸
臣
面
奏
。
近
見
本
章
時
、
有
寺
人
接
進
、
臣
子
不
得
進
見
。
萬

一
漸
爲
成
例
、
則
君
臣
之
問
、
恐
致
疎
遠
　
。

今
修
造
乾
清
宮
、
設
立
司
禮
監
等
衙
門
二
事
、
錐
屡
経
奉
旨
、
臣
等
霜
有
管
見
、
蓋
軍
民
磯
苦
尚
未
休
息
。

と
あ

り

蓼
、
こ
れ
ま
で
皇
帝
と
官
僚
が
対
面
し
て
政
務

の
処
理
を
行

っ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
本
章
を
提
出
す
る
際
に
宦
官

が
介
在
す
る

よ
う

に
な
り
、
君
臣
関
係
が
疎
遠
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
時
期
の
不
適
切
さ
を
述
べ
て
乾
清
宮
や
宦
官

衙
門
の
建
造
に
つ
い
て
否

定
的
な
見
解
を
提
示
し
た
。
さ
ら
に
、

至
前
代
不
似
我
朝
有
内
外
大
臣
侍
衛
各
官
、
故
設
立
寺
人
衙
門
。
我
朝
左
右
有
内
大
臣
侍
衛
随
從
、
内
務
有
包

衣
大
人
章
京
管
理
。
今

奉
上
諭
、
設
立
司
禮
監
衙
門
、
寺
人
與
近
臣
兼
用
、
夫
宮
禁
使
令
、
固
不
可
無
寺
人
、
但
不
必
專
立
衙
門
名
色
。
砥
宜
酌
量
與
近
臣
兼

用
、
以
供
使
令
可
也
。

と
述

べ
、
も
と
も
と
侍
衛
や
包
衣

(
b
o
o
i
n
i
y
a
l
m
a

の
略

・
家
人
)
な
ど
が
存
在
し
、
宦
官

の
司
禮
監
衙
門
を
設
立
す
る
こ
と
が
必
要
な
の

か
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
順
治
帝
親
政
以
後
の
朝
廷
決
議
は
、
順
治
帝
と
官
僚
が
対
面
の
う
え
審
議
し
て
批
答
を
与

え
る
方
式
か
ら
、
順
治

帝
が
最
終
的
な
裁
決
を
与
え
る
の
み
と
い
っ
た
集
権
化
の
傾
向
を
示
す
。
よ
っ
て
上
に
見
る
乾
清
宮
の
再
建
と
司
禮

監
衙
門
の
設
置
は
、
太

和
殿

に
お
け
る

【
面
奏
↓
審
議
↓
批
答
】
の

一
連
の
場
か
ら
、
【面
奏
↓
審
議
】
の
み
を
行
う
政
治
空
間
の
場
と
本
章
の
伝
達
を
行
う
機
関

の
必
要
性
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
御
史
屠
頼
ら
の
上
奏
は
、
社
会
不
安
を
口
実
に
乾
清
宮

の
再
建
や
司
禮
監
衙
門
の

設
置
を
見
送
る
こ
と
を
進
言
し
つ
つ
も
、
暗
に
は
皇
帝

へ
の
集
権
化
に
対
す
る
批
判
で
も
あ

っ
た
。

順
治
帝
は
給
事
中
周
曾
獲
と
同
じ
く
屠
頼
ら
の
上
奏
の
内
容
を
是
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
答
え
て
、

今
総
管
内
事
乃
勲
菖
大
臣
、
忠
誠
爲
國
、
朕
自
無
慮
。
萬

一
有
如
冷
僧
機
其
人
者
、
專
権
作
弊
、
何
以
防
察
。

因
分
設
衙
門
、
使
各
司

其
事
、
庶
無
專
壇
欺
朦
之
患
。
衙
門
錐
設
、
悉
属
漏
洲
近
臣
掌
管
事
、
灌
不
在
寺
人
、
且
所
定
職
掌
、

一
切
政
事
、
毫
無
干
預
、
與
歴



代
週
不
相
同
。

と
述

べ
、
戸
科
給
事
中
周
曾
獲
の
上
奏
に

つ
い
て
指
示
し
た
よ
う
に
、
予
定
通
り
乾
清
宮
の
建
造
を
行
う
意
思
を
明

示
し
た
。
こ
の
レ
ン
セ

ン
ギ

(
l
e
n
g
s
e
n
g
g
i

冷
僧
機
)
と
は
、
ド
ル
ゴ

ン
の
腹
心
と
し
て

「摂
政
王
下
内
大
臣
」
に
任
じ
、
ド

ル
ゴ

ン
の
死
後
に
死
罪
に
処
せ
ら
れ

た
人
物
で
あ
る

。
順
治
帝
は
権
限
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
レ
ン
セ
ン
ギ
が
内
大
臣
の
地
位
を
利
用
し
て
権
限
を
伸
張
し
、
ド

ル
ゴ

ン
の
政
策

の
遂
行
に
便
宜
を
図
っ
た
よ
う
な
弊
害
を
防
ぐ
た
め
、
宦
官

衙
門
を
設
置
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
親
政
以
後
の

順
治
政
権
は
、
勲
菖
大
臣
ら
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
が
、
こ
れ
は
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ド

ル
。コ
ン
摩
下
の
正
白
旗

を
順
治
帝
が
接
収
し
、
上
三
旗
に
立
脚
し
た
皇
帝
権
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
勲
菖
大
臣
ら
を
中
心
に
領
侍
衛
内
大
臣
の
組
織
が
形
成

さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
順
治
帝
が
親
政
を
開
始
し
た
順
治
八
年
に
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
腹
心

エ
イ
ド
ゥ

(
e
i
d
u

額
亦
都
)
の
第

一
〇
子
イ

ル
デ

ン

(
i
l
d
e
n

伊
爾
登

・
満
洲
鑛
黄
旗
人
)
、
ソ

ニ
ン

(
s
o
n
i
n

索
尼

・
満
洲
正
黄
旗
人
)、
セ
レ
s
e
l
e塞
勒

・
満
洲
鑛
黄
旗
人
)
、
順
治
九

年
に
は
や
は
り
ヌ
ル
ハ
チ
の
腹
心
フ
ユ
ン
ド
ン

(
f
i
o
n
d
o
n
g

費
英
東
)
の
孫
オ
ボ
イ

(
o
b
o
i
贅
拝

・
満
洲
鈹
黄
旗
人
)
、

エ
イ
ド
ゥ
の
第

一

六
子

エ
ビ
ル
ン

(満
洲
鑛
黄
旗
人
)
、

エ
ル
ケ
ダ
イ
チ
ン

(
e
r
k
e
d
a
i
c
i
n
g

額
爾
克
代
青

・
蒙
古
正
黄
旗
人
)、
オ
チ
ル

(
o
c
i
r

郷
爾
齊

・
蒙
古

正
黄
旗
人
)
ら
が
領
侍
衛
内
大
臣
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
イ
ル
デ

ン

・
セ
レ

・
エ
ル
ケ
ダ
イ
チ
ン

・
オ
チ

ル
ら
四
名
は
、
ホ
ン
タ

イ
ジ
時
代
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た
内
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
旗
人
で
あ
り
、
そ
れ
に
順
治
帝
即
位
の
際
に
忠
誠
を
誓

っ
た
ソ
ニ
ン

・
オ
ボ
イ

・

エ
ビ
ル
ン
ら
を
取
り
た
て
て
、
領
侍
衛
内
大
臣
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た

。

乾
清
宮

の
再
建
に

つ
い
て
は
、
天
災
が
重
な
り
、
満
漢
官
僚
か
ら
も
強

い
反
発
が
あ

っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
順
治

一
〇
年
に
は
行
わ
れ
な

か

っ
た
。
し
か
し
、
朝
廷
決
議
に
お
け
る
順
治
帝

へ
の
集
権
化
は
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
同
年

一
〇
月
に
は
、
本
章
が
非
常
に
多
く
、

順
治
帝
が
逐

一
自
ら
批
答
を
与
え
る
の
は
重
任
に
過
ぎ
る
た
め
、
太
和
門
内
に
便
室
を
設
け
、
大
学
士

・
学
士
ら
を

二
班
に
分
け
て
輪
番
で

入
直
さ
せ
、
批
答
を
与
え
る
際
の
顧
問
に
備
え
る
こ
と
と
し
た

。
さ
ら
に
同
月
に
は
、
順
治
帝
自
ら
は
王
宮

の
内
に
あ

っ
て
外
事
の
情

報
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
議
政
王

・
ベ
イ
レ

・
大
臣

・
内
三
院
大
学
士

・
九
卿

(六
部
尚
書

・
通
政
使
司

・
大
理
寺

・
都
察
院
)

・
倉
事

・
六
科
都
給
事
中

・
各
掌
道
御
史
が
会
同
し
て
政
策
を
審
議
し
報
告
す
る
よ
う
命
が
下

っ
て
い
る

。

こ
れ
は
、
乾
清
宮
で
の
執



政
を
前
提
に
、
議
政
王
大
臣
会
議
に
内
三
院
大
学
士
な
ど
国
政
の
重
任
を
担
う
大
臣
が

一
同
に
会
し
て
審
議
を
行
う
場
の
設
置
を
目
的
と
し

た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
順
治

一
二
年
正
月
に
な
り
、
乾
清
宮
の
再
建
が
再
度
命
じ
ら
れ
た

。
し
か
し
、
鄭
親
王
ジ
ル
ガ
ラ
ン
が
乾
清
宮

の
再
建
を
非

難
す

る
上
奏
を
提
出
し
た
。
そ
の
内
容
は
概
ね

「政
務
は
太
祖
以
来
、
皇
帝
が
日
々
ベ
イ
レ
や
大
臣

・
タ
イ
ジ
ら
を
交
え
て
合
議
さ
れ
て
当

を
得
、
詔
令
は
必
ず
民
意
に
適
い
、
後
世
の
範
た
る
も
の
が
施
行
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
乾
清
宮
を
再
建
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
合
議

の
場

が
奪
わ
れ
、
詔
令
の
信
用
性
も
失
わ
れ
る
」
と
い
っ
た
も
の
で

鐙
、
順
治
帝

へ
の
集
権
化
を
批
判
し
た
内
容

で
あ

っ
た
。
順
治
帝
は

ジ
ル
ガ
ラ
ン
の
上
奏
を
嘉
し
な
が
ら
も
、
こ
の
度

の
再
建
は
着
実
に
進
め
ら
れ
、
順
治
一
三

年

(
一
六
五
六
)
閏
五
月
に
は
乾
清
宮
と
そ
の

宮
門

で
あ
る
乾
清
門
が
成
る
に
至

っ
た

。
そ
れ
に
よ
り
科
道
や
京
官
は
内
院
に
奏
本
を
提
出
し
て
い
た
の
を
、
今
後
は
乾
清
宮
で
陳
奏

す
る
よ
う
改
め
ら
れ
、
通
政
使
司
が
伝
送
す
る
外
省
の
題
本
は
従
来
通
り
内
院

へ
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る

。

こ
の
乾
清
宮

の
再
建
を
め
ぐ

っ
て
問
題
視
さ
れ
た
宦
官

に

つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
乾
清
宮
完
成
の
前
年
の
順
治

=

一年
六
月
に
宦
官
十

三
衙
門
に
勅
諭
を
刻
ん
だ
鉄
牌
を
立
て
、
そ
の
政
務
介
入
を
厳
し
く
禁
じ
て
い
る
こ
と
か
ら

、
前
述
の
御
史
屠
頼
ら
が
指
摘
し
た
よ
う

な
司
禮
監

の
宦
官
が
皇
帝
と
官
僚
と
を
媒
介
し
て
本
章
を
伝
達
す
る
こ
と
は
揮
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
代
わ

っ
て
内
廷
に
あ

っ
て
こ
の
本

章
や
皇
帝

の
諭
旨
を
伝
達
す
る
こ
と
を
担

っ
た
の
が
領
侍
衛
内
大
臣
の
統
率
す
る
侍
衛
集
団
で
あ

っ
た
。
ヌ
ル

ハ
チ

の
寵
臣

エ
イ
ド
ゥ
の
曾

孫
に
あ
た
る
メ
ル
ゲ
チ
ン

(
m
e
r
g
e
c
i
n

墨
爾
格
深
)
に

つ
い
て
、
ニ
ュ
フ
ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家
の
家
譜
で
あ
る

『
開
国
佐

運
功
臣
弘
毅
公
家
譜
』

の
彼

の
本
伝
に
は
、

少
選
侍
衛
、
随
擢
御
前
侍
衛
、
旋
陞
頭
等
侍
衛
兼
侍
衛
班
領
、
司
傳
宣
。
世
祖
章
皇
帝
深
加
任
用
、
命
食
頭
等
男
俸
。

と
あ

る

。
メ
ル
ゲ
チ
ン
は
順
治
年
間
に
順
治
帝
の
近
侍
侍
衛
に
任
命
後
、

一
等
侍
衛
兼
侍
衛
班
領
と
な
り
、
皇
帝

の
側
近
く
侍

っ
て
諭

旨
の
伝
達
に
携
わ

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
本
章
の
伝
達
も
侍
衛
が
行

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
史
料
上
の

「御
前
侍
衛
」

と
は
、
後
述

の
よ
う
に
御
前
大
臣
が
統
率
す
る
内
廷
の
御
前
侍
衛
と
は
相
違
す
る
た
め
、
皇
帝
直
属
の

「内
侍
衛
」

の
こ
と
を
指
す
が
、
節

を
改

め
て
考
察
す
る
よ
う
に
、

エ
イ
ド
ゥ
家
が
清
朝
皇
族
に
と

っ
て
特
別
な
家
柄
で
あ

っ
た
た
め
、

エ
イ
ド
ゥ
の
子
孫
が
皇
帝

の
側
近
集
団



順
治
帝
は
順
治

一
八
年

(
一
六
六

一
)
正
月
の
臨
終
に
あ
た
り
第
三
子
玄
樺
を
皇
太
子
に
指
名
し
、
ド

ル
ゴ

ン
が
朝
廷
内
で
権
限
を
把
持

し
た

の
に
鑑
み
、
皇
帝
直
属
の
上
三
旗
旗
人
か
ら
ソ

ニ
ン

・
エ
ビ
ル
ン

・
オ
ボ
イ

・
ス
ク
サ

ハ

(
s
u
k
s
a
h
a

蘇
克
薩
恰

・
満
洲
正
白
旗
人
)

ら
を
輔
政
大
臣
に
任
命
し
、
政
務
を
補
佐
さ
せ
た
。
前
の
三
名
は
先
述
の
よ
う
に
順
治
八

・
九
年
に
、

ス
ク
サ

ハ
は
順
治
一
三

年
に
領
侍
衛

内
大
臣
に
任
用
さ
れ
、
順
治
帝
の
側
近
で
あ
っ
た
領
侍
衛
内
大
臣
の
上
三
旗
旗
人
か
ら
輔
政
大
臣
を
任
命
し
て
い
る
。

こ
れ
は
順
治
帝
の
権

を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ

の
後
、
順
治

一
五
年

(
一
六
五
八
)
七
月
に
は
内
院
が
内
閣

・
翰
林
院
と
な
り
、
内
閣
大
学
士
が
皇
帝
に
代
わ

っ
て
決
議
案
を
予
め
作

成
す
る
票
擬
を
行
う
よ
う
に
な

っ
た

。
内
廷
に
お
け
る
皇
帝
執
政

の
場
と
し
て
の
乾
清
宮
は
、
再
建
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
の
順
治

一
五

年
に
は
惨
憺
た
る
様
相
を
呈
し
た
。
工
部
に
よ
れ
ば
財
源
不
足
が
原
因
で
あ
る
と
す
る
が
、
た
だ
し
乾
清
宮

の
再
建
を
め
ぐ
り
、
満
漢
官
僚

や
旗

王
が
そ
の
再
建
を
強
く
反
対
し
て
い
る
こ
と
が
影
響
し
て
、
再
建
が
不
備
に
終
わ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う

。
こ
う
し
て
、
内
廷
に

執
政

の
場
を
設
け
、
政
務
決
裁
権
の

一
元
化
に
立
脚
し
た
皇
帝
権
の
確
立
は
、
康
煕
帝
の
時
代
を
待

つ
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
順
治
帝
親
政
後
の
集
権
化
の
過
程
を
、
朝
廷
決
議
の
変
遷
と
乾
清
宮
の
再
建
、
な
ら
び
に
管
理
部
務
王

・
議
政
王
の
任

命
に
み
る
八
旗
旗
王
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
。
順
治
九
年
に
は
有
力
旗
王
の
多
く
が
政
権
中
枢
か
ら
退
け
ら
れ
、
順
治
帝
を
中
心
と
す
る

新
た
な
政
権
や
朝
廷
決
議
が
再
編
成
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
ヌ
ル
ハ
チ
の
諸
子
が
分
封
さ
れ
、
八
旗
旗
王
と
し
て
摩

下
に
多
く
の
ニ
ル
を
配

し
、

軍
事
的
緊
張
下
に
あ

っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
旗
王
を
中
心
に
旗
ご
と
に
強

い
結
束
が
促
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
順
治
年
間
に
な
る
と

旗
王

の
諸
子
を
中
心
に
多
く
の
分
封
が
行
わ
れ
、
旗
内

の
旗
王
の
構
成
も
複
雑
か
つ
細
分
化
し
て
い
っ
た
。
「旗
」
単
位
で
み
れ
ば
、
清
朝

皇
帝

は
鈹
黄

・
正
黄

・
正
白
の
三
旗
し
か
所
有
し
な
い
が
、
後
代
す
る
に
つ
れ
、
連
旗
制

・
八
分
体
制

の
内
実
は
失
わ
れ
、
清
朝
皇
帝
を
頂

点
と
す
る
皇
帝
権
力
の
範
疇
に
旗
王

・
旗
入
は
再
編
成
さ
れ
る
趨
勢
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一一

康

煕

帝

親

政

前

後

の

政

局

の

推

移



力
構
造
を
そ
の
ま
ま
康
煕
帝
に
継
承
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル
ン
が
次
第
に
専
横
に
振
る
舞
う

よ
う
に
な
り
、
ス
ク
サ

ハ
と
そ
の

.
族
を
死
刑
に
処
す
に
至

っ
た

。
康
煕
帝
は
両
名
の
専
権
を
危
ぶ
み
、
朝
廷
に
お
け
る
皇
帝
権
の
確

立
を
急
務
と
し
、
親
政
の
初
め
に
懸
案
で
あ
る
乾
清
宮
を
再
建
し
、
内
廷
に
執
政
の
場
を
設
け
る
こ
と
と
な
る
。

順
治
帝
が
崩
御
す
る
と
再
び
内
三
院
制

へ
と
戻
さ
れ
、
宦
官

十
三
衙
門
が
廃
止
さ
れ
た
。
順
治
年
間
に
お
け
る
内

閣

・
翰
林
院
制

へ
の
移

行
は
、
制
度

の
変
更
や
衙
門

・
宮
殿

の
移
転

・
再
建
を
段
階
的
に
行

い
な
が
ら
施
行
さ
れ
た
の
だ
が
、
で
は
内
三
院
制

へ
の
回
帰
は
ど
の
段

階

の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
康
煕
帝
が
治
世
の
四
五
年
目
に
、
輔
政
期
の
冤
罪
に
よ
る
処
分
を
、

「当
時

の
状
況
を
知
る
老

官
が

い
な
く
な
れ
ば
、
多
く
の
人
は
事
情
を
知
ら
な
い
た
め
、
必
ず
朕
自
身

の
意
思
で
行

っ
た
こ
と
」
と
思
わ
れ
る

の
を
畏
れ
、
内
大
臣
ミ

ン
ジ

ュ
ら
に
当
時

の
状
況
を
逐

↓
調
べ
さ
せ
た
満
文
奏
摺
が
あ
る

。

こ
れ
は
、
康
煕
五
年
に
旗
地
の
交
換
に
反
対
し
て
死
罪
に
処
せ
ら

れ
た

戸
部
尚
書

ス
ナ

ハ
イ
ら
の
著
名
な
事
件
な
ど
も
記
録
す
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
が
、
ス
ク
サ

ハ
の
処
分
を
め
ぐ
る
輔
政
大
臣
期
の
朝
廷

決
議

の
状
況
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
検
討
し
た
い
。

ス
ク
サ

ハ
の
処
分
は
康
煕
六
年

(
一
六
六
七
)
に
行
わ
れ
た
が
、
で
は
康
煕
帝
は
輔
政
大
臣
を
如
何
に
見
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
満
文

奏
摺

に
お
け
る
康
煕
帝

の
認
識
で
は
、

我
は
彼
ら

(
ス
ナ

ハ
イ
ら
…
引
用
史
料
中
の
括
弧
内
は
筆
者
補
記
、
以
下
同
じ
)
を
年
老
い
た
老
官
ら
と
、
み
な
ひ
き
続
き
官
に
つ
け

て
お
く
が
、
ソ

ニ
ン
、
オ
ボ
イ
、

エ
ビ
ル
ン
ら
は
み
な
殺
す
べ
き
で
あ
る
と
迫

っ
て
上
奏
し
、
ス
ク
サ

ハ
は
少

し
自
分
の
意
見
を
持

っ

て
い
て
、
彼
ら

の
通
り
に
迫

っ
て
上
奏
し
な
い
で
い
る
の
で
、
我
は
彼
ら
の
仲
の
良
く
な

い
様
子
を
知
り
、
諭
旨
を
下
し
た
こ
と
に
は
、

「皇
父
の
諭
旨
に
よ
り
政
務
を
汝
ら
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
本
当
に
殺
す
べ
き
な
ら
ば
、
汝
ら
が
殺
せ
。
生
か
す

べ
き
な
ら
ば
、
汝
ら

が
生
か
せ
」
と
言

っ
た
。
彼
ら
は
強
引
に
殺
し
た
い
と
、
ひ
た
す
ら
何
度
も
迫

っ
て
上
奏
し
た
が
、
我
は
結
局

の
と
こ
ろ
彼
ら
の
言
葉

に
従

っ
て
諭
旨
を
下
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
る
に
彼
ら
は
我
の
諭
旨
と
書
き
出
し
て
、
ス
ナ

ハ
イ
ら
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
。

と
あ

る

。
康
煕
帝
は
ソ
ニ
ン
、
オ
ボ
イ
、

エ
ビ
ル
ン
ら
三
名
を
同
列
に
専
横
の
者
と
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
引
用
史
料
に

輔
政
大
臣
を
招
い
て
康
煕
帝

の
面
前
で
審
議
を
行
い
、
そ
の
場
で
諭
旨
が
書
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
順
治

一
〇
年

の
朝
廷
決
議
の
方



式
に
戻
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

他

の
輔
政
大
臣
と
の
対
立
を
深
め
た
ス
ク
サ

ハ
は
、
康
煕
六
年
七
月

一
二
日
に
先
帝
の
陵
墓
監
守
の
任
に
就
き
、
余
生
を
保
ち
た
い
と
の

上
奏
を
行

っ
た
。
ソ
ニ
ン
は
す
で
に
六
月
に
他
界
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル
ン
は
、
康
煕
帝

の
諭
旨
と
称
し
て
議
政

王
大
臣
に
会
議
す
る
よ
う
命
じ
、

一
六
日
に
議
政
王

・
和
碩
康
親
王
ギ

ェ
シ
ュ

(
g
i
y
e
s
u

傑
書
)
ら
は
、
二
十
四
箇
条
の
罪
状
で
ス
ク
サ

ハ

並
び
に
正
白
旗
に
あ
る
彼

の
子
孫
兄
弟
を
死
罪
に
処
し
た
の
で
あ
る

。

ス
ク
サ

ハ
と
他
の
輔
政
大
臣
ら
が
対
立
を
深
め
た
要
因
の

一
つ

は
、

正
白
旗
の
彼
の
子
孫
兄
弟
が
み
な
処
分
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
順
治
帝
時
代
に
接
収
し
た
正
白
旗
旗
人
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
皇
帝
摩
下
に

あ

っ
た
両
黄
旗
旗
人
と
の
不
和
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

康

煕
帝
は
、
ス
ク
サ

ハ
ら
正
白
旗
イ

ェ
ヘ
ナ
ラ
氏
の
処
分
に
つ
い
て
前
述
の
満
文
奏
摺
に
は
、

ま
た
ス
ク
サ

ハ
と
い
う
者
が
輔
政
大
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
陵
墓
を
監
視
に
行
き
た
い
と
上
奏
し
た

の
は
、
自
身

が
病
気
に
な

っ
て

(政

務
を
)
執
り
行
え
な
い
こ
と
を
述
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
全
く
別
の
件

の
罪
状
は
な
い
。
オ
ボ
イ
ら
は
こ
の
口
実
で

ス
ク
サ

ハ
を
殺
し
、
権

勢
を

一
つ
に
握
る
の
を
謀

っ
て
、
上
奏
し
た
こ
と
に
は
事
情
が
あ
る
と
各
件
を
追
求
し
、
全
く
な

い
よ
う
な
責
任
を
負
わ
せ
、
子
孫
に

至
る
ま
で
皆
殺
し
に
す
る
罪
に
定
め
て
上
奏
し
た
の
で
、
…
。

と
あ
り

、
輔
政
大
臣
の
相
互
関
係
を
知
る
康
煕
帝
は
、
ス
ク
サ

ハ
は
病
身
か
ら
陵
墓
の
監
視
を
願
い
出
た
に
過
ぎ
ず
、
な
る
べ
く
穏
便

に
問
題
を
沈
静
化
し
よ
う
と
謀

っ
て
い
る
。

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
内
三
院
制
に
お
け
る
文
書
処
理
過
程
は
、
本
章
が
提
出
さ
れ
、
康
煕
帝
は
輔
政
大
臣
と
合
議
の
う
え
満
漢
合
壁

の
批
答
を
与
え
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
審
議
を
要
す
る
場
合
は
、
議
政
王
大
臣
会
議
で
審
議
さ
せ
た
。
批
答
を
加
え
た
紅
本
は
内
三
院
を
経
て

六
科

へ
と
下
さ
れ
、
六
科
で
副
本
を
作
成
の
う
え
各
衙
門

へ
指
示
が
通
達
さ
れ
た
。
紅
本
は
月
末
に
六
科
か
ら
内
三
院

へ
と
返
却
さ
れ
収
蔵

さ
れ
た
。
ミ
ン
ジ

ュ
ら
が
事
案
に
関
わ
る
文
書
を
調
査
し
た
結
果
、
紅
本
の
表
面
は
朽
ち
、
裁
決
を
下
し
た
満
漢
合
壁

の
諭
旨
は
見
る
こ
と

が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
内
閣
に
残

っ
て
い
た
諭
旨
の
記
録
を
書
き
写
し
、
紅
本
に
貼
附
し
て
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
諭
旨
に
は
死

刑
に
処
す
者
と
し
て
ス
ク
サ

ハ
の
名
前

の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
た

の
で
あ

っ
た

。
再
調
査
を
命
じ
ら
れ
た
ミ
ン
ジ

ュ
ら
は
、
刑
部
に
残



る
櫨
案

の
内
容
に

つ
い
て
報
告
を
行

っ
た
。
刑
部

の
櫨
案
に
残
る
諭
旨
に
は

「
ス
ク
サ

ハ
の
み
を
す
ぐ
に
絞
殺
せ
よ
、
他
の
者
を
議
の
通
り

に
な

せ
」
と
の
み
書
か
れ
て
お
り
、
批
答
を
与
え
る
際
に
オ
ボ
イ
が
死
罪
に
処
す

一
族
の
名
を
読
み
上
げ
た
た
め
、
棺
案

の
裏
面
に
そ
の
名

が
補
足
的
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
皇
帝
の
最
終
的
な
認
可
と
し
て
、
諭
旨
に
死
罪
に
処
す
人
名
が
全
て
記
録
さ

れ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
ス
ク
サ

ハ
を
絞
殺
に
処
し
、
他
の
者
を
議
政
王
大
臣
の
決
議

の
通
り
に
処
分
す
る
よ
う
記
す
に
と
ま
り
、
死
刑
を
執

行
し
た
刑
部
の
棺
案

の
裏
面
に
の
み

一
族
の
処
分
者

の
名
が
残
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
正
白
旗

の
ス
ク
サ

ハ
一
族
の
処
分

を
め
ぐ
る
当
時

の
状
況
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
康
煕
帝
は
、

ス
ク
サ

ハ
ら
を
大
罪
に
述
べ
た
殊
批
し
た
事
に

つ
い
て
、
満
洲
字
が
朽
ち
て
消
え
る
な
ら
ば
漢
字
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
漢
字
が
朽
ち

て
消
え
る
な
ら
ば
満
洲
字
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
満
洲
字

・
漢
字
が
全
く
残

っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
明
確
な
証
拠
が
で
た
ぞ
。
こ
れ
は

特
に
オ
ボ
イ
ら
が
ス
ク
サ

ハ
ら
を
殺
し
た
こ
と
が
、
我
の
意
に
か
な
わ
な

い
の
を
知

っ
て
、
あ
の
様
な
も
と
の
批
し
た
内
容
を
代
え
て
、

「他
の
者
を
議
の
通
り
に
な
せ
」
と
ま
と
め
て
記
し
、
事
案
を
曖
昧
に
決
し
て
お
い
て
、
彼
ら
に
関
わ
り
が
な
く
、
我
の
処
理
し
た
こ

と
と
し
て
記
録
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

と
述

べ
、
合
議

の
う
え
批
答
を
与
え
て
満
漢
合
壁

の
諭
旨
を
書
し
、
内
院

へ
送
る
手
続
き
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
合
議

の
段
階
で
康
煕
帝
の

意
向
と
は
相
違
す
る
か
た
ち
で
正
白
旗
の
ス
ク
サ

ハ
一
族
が
処
分
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
引
用
史
料
中
で
は

「オ
ボ
イ
ら
」
と
複
数
で
記
し
、
ス
ク
サ

ハ
一
族
の
処
分
に
関
わ

っ
た
も
う

一
人
の
輔

政
大
臣

エ
ビ
ル
ン
の
名

は
明
記
し
な

い
。
そ
れ
に

つ
い
て
、
康
煕
帝
は
康
煕
八
年
五
月
に
オ
ボ
イ
を
捕
縛
監
禁
し
、
罪
状
十
二
条
を
列
挙
し
て
、
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル

ン
の
結
党
を
非
難
し
、
罪
を
審
議
す
る
よ
う
上
諭
を
下
し
て
い
る
。

康
煕
六
年
七
月
に
、
我
は
祖
母
太
皇
太
后
に
上
奏
し
て
、
穀
物
や
銭
糧
、
刑
名
な
ど
の
重
任
を
担
う
大
臣
は
万
に

一
つ
も
誤
れ
ば
た
だ

ご
と
で
は
済
ま
な
い
と
上
奏
し
て
、
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル
ン
に
暫
く
事
務
を
共
に
処
理
す
る
が
よ
い
と
命
じ
た
の
で
あ

っ
た
。
い
ま
見
た

と
こ
ろ
こ
れ
ら
の
人
々
は
権
勢
が
非
常
に
大
き
く
な

っ
た
。
悪
い
者
ど
も
と
党
派
を
結
ぶ
。
こ
れ
ら
の
者
ど
も

の
悸
逆
の
件
…
。

と
あ

り

、
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル
ン
を
同
列
に
扱
う
が
、
審
議
案
に
つ
い
て
提
出
し
た
議
政
王
ギ

ェ
シ
ュ
の
票
籔

(
票
擬
の
草
案
)
に
は
、



御
前
大
臣
と
そ
の
統
率
下
に
あ
る
御
前
侍
衛

・
乾
清
門
侍
衛
の
内
廷
侍
衛
に

つ
い
て
、
内
廷
に
入
直
し
て
皇
帝

の
側
近
く
仕
え
、
間
諜
や

上
諭

の
伝
達
、
奏
摺
の
授
受
、
特
使
な
ど
の
職
掌
を
担

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

。
嘉
慶
年
間
の
人

・
昭
樋

の
記
載
か
ら
、

御
前
大
臣
の
設
置
は
康
煕
時
代
で
あ

っ
た
こ
と
が
言
わ
れ
て
き
た
が

、
前
稿
に
お
い
て
康
煕
帝
が
実
質
的
な
親

政
を
開
始
し
た
康
煕
八

年
に

エ
ビ
ル
ン
を
内
廷
に
入
直
さ
せ
た
の
が
、
御
前
大
臣
や
内
廷
侍
衛
が
形
成
さ
れ
た
時
期
で
は
な
い
か
と
の
私
見
を
提
示
し
た

。
し

三

康

煕

帝

の

親

政

と

御

前

大

臣

・
内

廷

侍

衛

の

任

命

オ
ボ
イ
を
殺
す
べ
き
で
あ

っ
た
ろ
う
に
、
た
だ
尽
力
す
る
こ
と
が
年
久
し
い
。
徒
党
を
組
ん
で
悪
逆
を
行

っ
て
も
、
私
は
す
で
に
憐
れ

ん
だ
の
で
殺
す
に
忍
び
な
い
。
家
産
を
没
収
し
て
監
禁
せ
よ
。
…

エ
ビ
ル
ン
は
徒
党
を
組
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
で
、
罪
を
免
じ
て
太
師

公
を
免
ぜ
よ
。

と
あ

り

、
オ
ボ
イ
は
罪
を
問
わ
れ
て
監
禁
に
処
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
康
煕
帝
の
諭
旨
と
は
相
違
し
、

エ
ビ
ル

ン
は
免
罪
の
上
、
爵
位

を
削
ら
れ
た
の
み
で
済
ま
さ
れ
た
。
し
か
し
、
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル
ン
と
も
に
徒
党
を
組
ん
で
康
煕
帝
親
政
以
前
の
政
局
を
墾
断
し
た
こ
と
は
、

満
文
奏
摺
や
康
煕
帝

の
示
し
た
罪
状
十
二
条
に
み
え
、
な
に
よ
り
康
煕
帝
自
身
の
認
識
で
も
あ

っ
た
。
よ

つ
て
エ
ビ

ル
ン
の
み
が

「徒
党
を

組
ん
だ
こ
と
が
な
い
」
と
特
別
に
免
罪
さ
れ
た
理
由
は
、
別
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
ボ
イ
の
捕
縛
に

つ
い
て
、
康
煕
帝
は
宮
廷
内
に
年
少
の
侍
衛
を
集
め
日
々
相
撲
に
興
じ
て
い
る
様
子
を
見
せ
る
こ
と
で
オ
ボ
イ
を
油
断

さ
せ
、
時
期
を
み
て
力
士
ら
に
捕
縛
さ
せ
た
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

。
こ
れ
は
幼
く
し
て
英
明
な
康
煕
帝
像
を
示

す
物

語
と
し
て

一
笑
に
付
す
に
は
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
時
代
よ
り
皇
帝

の
側
近
く
仕
え

た
侍
従
集
団
の

一
つ
に
力
士
集
団
が
あ
り
、
そ
の

一
員
を
構
成
し
て
皇
帝
の
諭
旨
を
伝
達
す
る
役
割
を
担

っ
た
の
が

エ
ビ
ル
ン
の

一
族
で
あ

っ
た
。

こ
の

一
族
か
ら
清
朝
皇
帝
の
執
政
に
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
御
前
侍
衛
と
乾
清
門
侍
衛
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
御
前
大
臣
を

多
く
排
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
次
節
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。



か
し
、
何
故
に

ニ
ュ
フ
ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家
の
エ
ビ
ル
ン

一
族
が
内
廷
と
そ
の
侍
従
集
団
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
の
か
十
分
に
解
明

す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

よ

っ
て
本
節
で
は
、
乾
隆
年
間
編
纂

『
開
国
佐
運
功
臣
弘
毅
公
家
譜
』
(以
下
、
家
譜
と
略
記
)
を
基
に
、

ニ
ュ
フ
ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家

一

族
の
任
官
状
況
や
清
朝
皇
族
と
の
婚
姻
関
係
に

つ
い
て
考
察
し
、
ヌ
ル

ハ
チ
以
来
の
清
朝
政
権
に
こ
の

一
族
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
て

き
た

の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
当

一
族
が
清
朝
皇
帝
の
侍
従
集
団
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
必
然

性
が
判
明
す
る
で
あ
ろ

やつ
。康

煕
帝
は
親
政
を
開
始
す
る
と
、
順
治
帝
以
来
の
懸
案
で
あ
る
執
政
の
場
と
し
て
内
廷
に
乾
清
宮
を
再
建
し
、
皇
帝
権

の
強
化
を
進
め
る

こ
と
に
な
る
。
康
煕
帝
は
乾
清
宮
が
完
成
す
る
と
、
康
煕
八
年

一
一
月
に
そ
れ
ま
で
居
住
し
て
い
た
外
廷
に
あ
る
保

和
殿
か
ら
乾
清
宮

へ
と

移
る

こ
と
と
な

っ
た
。
紫
禁
城
に
お
い
て
、
こ
こ
に
乾
清
門
と
乾
清
宮
を
軸
に
左
右
に
内
宮
や
宮
中
衙
門
を
配
す
る
清
朝
の
内
廷
が
構
成
さ

れ
た

の
で
あ

っ
た
。
親
政
を
開
始
し
た
康
煕
六
年
七
月
に
、
輔
政
大
臣
と
そ
の
子
弟
に
恩
賞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に

エ
ビ
ル
ン

に
は

一
等
公
、
そ
の
長
子
フ
ァ
カ

(
f
a
k
a
法
喀
)
に
は
正
式
に

一
等
公
を
襲
が
せ
る
賞
賜
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
康
煕
八
年
に
オ
ボ
イ
が

失
脚
す
る
際
に
、

エ
ビ
ル
ン
は
康
煕
帝
親
政
以
後
に
完
成
し
た
内
廷
に
宿
衛
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ

っ
た

。

そ
も
そ
も
康
煕
帝
の
即
位
か
ら
親
政
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
輔
政
大
臣
の

一
人
で
あ
る
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル
ン
が
朝
廷
内
で
権
限
を
握
る

に
至

っ
た
理
由
の

一
は
、
そ
の
家
柄
の
高
さ
に
よ
る
。
オ
ボ
イ
の
出
自
す
る
グ
ワ
ル
ギ

ャ

(
g
u
w
a
l
g
i
y
a

瓜
爾
佳
)
氏
は
世

々
ス
ワ
ン
地
方

に
居
住
し
、
清
朝
宗
室
の
愛
新
覚
羅
姓
を
頂
点
と
し
て
編
成
さ
れ
た
八
大
ム
ク
ン

(
m
u
k
u
n
:
同

一
祖
先
に
よ
る
父
系
出
自
を
結
合
紐
帯
と

す
る
人
間
集
団
)
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
望
族
で
あ
る

(磐
。
酋
長
索
爾
果
と
そ
の
次
子
フ
ユ
ン
ド
ン
が
萬
暦

一
六
年

(
一
五
八
八
)
に
部

衆
五
〇
〇
戸
を
率
い
て
ヌ
ル
ハ
チ
に
帰
属
し
、
フ
ユ
ン
ド
ン
は
ヌ
ル
ハ
チ
の
長
子
チ

ュ
エ
ン
の
娘
を
婆

っ
た
。
初
期

の
ヌ
ル
ハ
チ
政
権
は
、

主
に
早
期
に
帰
属
し
た
地
方
豪
族
や
縁
者
か
ら
五
大
臣

・
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
を
任
命
し
、
政
権
の
支
柱
と
し
て
い
た
が
、

フ
ユ
ン
ド
ン
は
主
に

裁
判

を
職
掌
と
す
る
ジ
ャ
ル
グ
チ
の
筆
頭
で
あ
る
大
ジ
ャ
ル
グ
チ

(
a
m
b
a
　
j
a
r
g
u
c
i

に
任
じ
た
。
さ
ら
に
第
七
弟
郎
格
や
第
七
子
圖
頼
は

議
政
大
臣
に
任
じ
、
清
朝
の
国
策
決
議
に
参
与
し
て
い
た
。
そ
し
て
オ
ボ
イ
は
フ
ユ
ン
ド
ン
の
第
九
弟

・
ウ
イ
チ

(
u
i
c
i

衛
齊
)
の
第
三
子



に
あ
た
る
の
で
あ
る

。

ま
た
、
エ
ビ
ル
ン
の
父
で
あ
る
エ
イ
ド
ウ
は
挙
兵
以
前
か
ら
ヌ
ル
ハ
チ
と
行
動
を
共
に
し
て
お
り
、
ヌ
ル
ハ
チ

の
族
妹

(伯
父
リ
ド
ゥ
ン

の
娘
)
を
、

の
ち
に
ヌ
ル
ハ
チ
の
第
四
女
ム
ク
シ

(
m
u
k
s
i

穆
庫
什
)
を
婆

っ
た

。
そ
う
し
た
ヌ
ル
ハ
チ

一
族
と

の
婚
姻
や
主
従
関
係
に

よ

っ
て
、
ヌ
ル
ハ
チ
摩
下
の
黄
旗
を
指
揮
す
る
総
兵
官
に
任
用
さ
れ
、
軍
功
も
重
な

っ
て
五
大
臣
の
筆
頭
と
な

っ
た

の
で
あ

っ
た

。

さ
ら
に
エ
イ
ド
ゥ
の
第
三
子
チ

ェ
ル
ゲ
イ

(
c
e
r
g
e
i

車
爾
格
)
.
第
八
子
ト
ゥ
ル
ゲ
イ

(
t
u
r
g
e
i

圖
爾
格
)
.
第
十
子
イ
ル
デ

ン

.
第
十
三

子
チ

ョ
ー

ハ
ル
c
o
o
h
a
r超
恰
爾
)
兄
弟
を
初
め
、
諸
子
が
要
職
を
占
め
た
。
な
か
で
も

エ
ビ
ル
ン
は

エ
イ
ド
ゥ
と

ヌ
ル
ハ
チ
の
第
四
女
ム

ク
シ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
唯

一
の
子
に
し
て
末
子
で
あ
り
、
そ
の
た
め

エ
イ
ド
ゥ
が
天
命
五
年

(
一
六
二
〇
)
に
軍
事
行
動
上
の
問
題
で
失

脚
し
た
際
に
、

エ
ビ
ル
ン
が
そ
の
世
職
を
継
承
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る

。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
オ
ボ
イ
の
伯
父
フ

ユ
ン
ド
ン
は
十
ジ
ャ
ル
グ
チ
の
筆
頭
で
あ
る
大
ジ

ャ
ル
グ
チ
と
し
て
、

エ
ビ
ル
ン
の
父

エ
イ
ド
ウ

は
五
大
臣
の
筆
頭
と
し
て
、
ヌ
ル
ハ
チ
の
初
期
政
権
を
支
え
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
崇
徳
元
年

(
一
六
三
六
)

に
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
国
号

を
大
清
国
に
定
め
、
寛
恩
仁
聖
皇
帝
に
即
位
す
る
に
あ
た
り
、
フ

ユ
ン
ド
ン
に
は

「真
義
公
」、

エ
イ
ド
ゥ
に
は

「
大
勇
公
」
と

の
称
号
が

贈
ら
れ
、
王
朝
の
正
統
性
を
示
す
祭
天
儀
礼

・
太
廟
の
祭
祀
で
重
要
な
五
祖

の
神
主
と
と
も
に
太
廟
に
祭
ら
れ
た

。
順
治
時
代
に
は
、

功
臣
と
そ
の
子
孫
に
対
し
て
追
賞
を
行

っ
た
が
、
な
か
で
も
フ

ユ
ン
ド
ン
と

エ
イ
ド
ゥ
に
対
し
て
は
数
度
に
亘
る
追
賞
が
行
わ
れ
て
お
り

蓼
、
清
朝
に
お
い
て
そ
の
後
も
特
に
重
用
さ
れ
た
家
柄
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル

ン
は
共
に
領
侍
衛
内
大

臣
に
任
用
さ
れ
て
順
治
帝

の
側
近
と
な
り
、
さ
ら
に
は
輔
政
大
臣
と
し
て
康
煕
帝
即
位
時

の
政
権
に
重
き
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
両
名
が
清
朝
の
正
統
性
に
関
わ
る
ヌ
ル
ハ
チ
以
来
の
功
臣
の
家
柄
で
あ
り
な
が
ら
、
オ
ボ
イ
が
監
禁
さ
れ
、

エ
ビ
ル
ン
は
処

分
を
免
れ
て
内
廷
で
の
宿
衛
を
命
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
処
遇
が
大
き
く
相
違
し
た
理
由
は
、
①
祭
天
儀
禮

・
太
廟
の
祭
祀
で
文
官

・
武
官
を

代
表
す
る
功
臣
と
し
て
神
位
を
構
成
し
て
い
た
た
め
、
王
朝
の
体
面
上
、
両
者
を
と
も
に
断
罪
す
る
こ
と
が
揮
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
②
前
節

で
メ
ル
ゲ
チ
ン
が
順
治
帝

の
諭
旨
を
伝
達
す
る
職
掌
を
担

っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

エ
イ
ド
ゥ
家
が

旗
人

の
な
か
で
も
特
に
清
朝
皇
帝
に
身
近
な
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
③
ヌ
ル
ハ
チ
の
第
四
女
ム
ク
シ
と



【図2】 ニ ュ フ ル氏 エ イ ドゥ家 略 系 圖

の
婚
姻
関
係
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
②

・
③
に
つ
い

て
以
下
に
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
家
譜
及
び
乾
隆
九
年
刊

『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
に
よ
り
、

エ

イ
ド
ゥ
の
諸
子
を
基
準
に
第

五
世
代
ま
で
の
主
な

任
官
者
を
抽
出
し
た

【図
2
】
な
ら
び
に

【表

1
】
【表
2
】
を
作
成

し
、
そ
の
特
徴
を
検
討

す
る
。
第

一
世
代

の
エ
イ
ド
ゥ
の
諸
子
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先

行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
三
子
チ

ェ
ル
ゲ
イ

・
第
八
子
ト

ゥ
ル
ゲ
イ

・
第
十
子
イ
ル
デ
ン
が
相
次
い
で

ハ
ン

・
皇
帝

の
黄
旗
を
統
率

す
る
旗
主
と
な
り
、
世
職
最
高
の
総
兵
官
を
継
承

し
た

。
特
に
イ
ル

デ

ン
は
幼
少
よ
り
ヌ
ル
ハ
チ
の
も
と
宮
中
で
養
育
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
で

あ
る
が
、
第
五
子
阿
達
海

(萬
暦

一
九
～
天
命
二
年
に
陣
没
)
も
幼
時
か

ら
ヌ
ル
ハ
チ
の
宮
中
で
育
て
ら
れ
て
フ
ユ
ン
ド
ン
の
娘
を
嬰

っ
て
お
り
、

エ
イ
ド
ゥ
家
と
フ

ユ
ン
ド
ン
家
は
親
族
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

阿
達
海
と
フ

ユ
ン
ド
ン
の
娘
の
次
子
が
達
達
海
で
あ
る
。
達
達
海
は
天
聡

五
年
に
三
等
侍
衛
、
順
治
元
年
に

一
等
侍
衛
、

一
五
年
に
侍
衛
班
領
兼
什

長
、
康
煕
二
年
に
は
攣
儀
衛
掌
儀
内
大
臣
と
な
り
、
皇
帝

の
側
近
く
仕
え

て
い
た
が
、
康
煕
帝
親
政
時
の
政
変
に
連
坐
し
て
か
、
康
煕
八
年
に
罷
免

さ
れ
て
い
る

。

ト
ゥ
ル
ゲ
イ

・
イ
ル
デ
ン
に
つ
い
て
、
両
名
は

ホ
ン
タ
イ
ジ

の
内
大
臣

に
任
用
さ
れ
、
清
朝
の
政
策
決
議
や
軍
事
行
動
上

に
重
き
を
な
す
寵
臣
と



第
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快

名 前

更爾格

阿達海
達隆薯

1遵翁格

図爾席
伊爾登

取憾

超吟爾
i曇.ピ・隆

額 ・不都 第3チ

額 亦 都 第5ア

額 亦 都 第6・f'

額 亦 都 第8子・

額 亦 都 第9子

額.亦都 第 】OT・

額 亦 都 第 ロ:一

額 亦 都 第13子

額 亦 都 窮16子

旦.巫 『.

萬 暦17・～tie.『台4年

萬 暦19～ 天命2年

萬 暦[y～ 天命LeE

萬 暦 認 ～ 順治2箆

萬.lj24・一一?

萬 暦14～ 康躍2年

萬 暦z5一 順 治 且4年

萬 暦30～ 奈 徳6伍

天 命3一 康煕1コ臼二

備 ξ
天極黄旗総兵自』覆日旗大臣 天聡5年に兵乱承政

幼時よ1.喧由で擾育 グフ、「レギャ氏直義公費英夷の譲を聖る
天比 ゲフしギャ氏時璽漢莫爾根の眼を襲る

渥聡初年に簗白旗旗主 巻徳5年,二内大蒙

薫仕
て宇恥}幼時よllぎロコで楼育 俘衛よ}.濃日旗翫統 崇徳4年に内入注兼議興べ悟 順治2鉦に紫禁城「「住衛

幼くLてミ子liに従.・従軍 崇徳元・T-[r.参頑

崇徳2蔦に議政大軍3年 に磯部参政

額不都の.等7.を継重.等 僅衛イき衛i,E領噸治9年領与衛罰穴臣 蛍隅.詩璽.:症膏ノ:輔政.・く2誕 緊9年に内廷宿衛

出 典
家譜183頁

家譜33頂
家諮357頁

家譜385頁

家譜423頁
家譜窪3頃

家譜525頁

家譜醐 頁
家譜703貞

第

豪
代

伍爾錫
察潭

科岱

瓦岱
音爵

珂室阿

圖爾席第1子
伊爾登養予

散徳次了.

敢徳第3了.
邊必隆筆6了.

遇必.隆第7マ.

ワ 、'つ

.ナミ命4～ 順治3隼

友 聡 元 ～IF[頁お8年

天 聡5～ 康煕40年

.棄哩9～5ユ 三三

索 離9、55矩

幼 く し て侍 衛 に選 ば れ.「 等侍 衛 、 喉 治 時 代 に 歪僕 で功 績 をあ げ 簿 撲 処 行 逆

車 爾 格 の 了.、侍 衛 となn+五 善射 、こ選 ば れ る

幼 くし て 乏等侍 衛 、 の ち 二 等 侍衛 、 鴫 蝶 を 艮 くLll頃 治帝 ひ ら勤 弓 を 霧 う

答(し て 順治'考1二侍 従 し、.等 侍衛 、 康 煕 ユ4年に議 政 大 臣

雍 五2年1こ 頑 偉 衛rr大 臣 、3年,こ 議 政 入鍾

競(し てtt等 侍 衛 、 康 煕40年 に領 侮 偉r内入 巨 ・議政 大臣 兼理 藩:宣.占:書・総 理 火 器 営 事 務

家譜423頁
家譜441頁

家譜527頁
家譜528頁

家譜7B頁

家譜7[9頁

菜

代

.1÷徳

寳實生

額爾格深
」葛都

露施

郭達禮
薩穆袷

愛必達
5"r爾松阿

這…爾當阿

泣吟達第6子

達達海次予

伍璽錫次了・
察禅・D実F

護羅歓長了・

額赫里次予
法落長子

音雍第5了.

阿霊59∫次ア・
阿霊阿第4}

康 煕ユ～乾 隆 ユ年

康 配4～ 雍=三5年

崇徳4～千明

順 治13～ 康煕50年

康 煕2一 雍 正元 年

康 煕20～ 乾 隆8年

寅興50～ 乾 騒39平

康熈3卜

康煕43一 乾;量25年

養鷲鶏処拝唐珂
康煕ユ}伍に二等侍衛から二等侍衛仕長、のち罷免となり養鷹鶏処行毒

幼(し て侍衛となり二等侍衛兼管養.鷹鶏処事務
順治12邑に.こ等侍衛.19'lti,:上駅院二..等侍衛,卜 五雪駒、豪煕元無二に一淳侍衛.6年1二議政大臣

崇煕13蔦に.二等侍衛ついで十・五善射.善 騎射となtl,20年に二警僻衛、24年に侍衛什長

昔(し て「等侍衛.養 狗処管理
若(Lてfi・1鏡、雍亙元年に蔭セ存旗行走、9年に都読、IO母に軍需処亭事
tt員ひうr引=筆帖式.第8女 が乾濃帝、り順妃

豪煕S6己に領侍衛内大急
藍1遷作衛から雍正元年に上賞備用処行走i、乾隆7ffに樋肖'1行走

家譜214頁

家譜336頁

家譜425頁
家譜弱2頁

家譜538頁

家譜620頁
家譜724頁

家譜74頂
家譜762頁

家譜765頁

第
西
世
代

元綬
桑格

博色

都朗
英赫資

轟{業

薩欝善
布瞭

特通額

特清額
特成額

倭星額

達桑阿
達沖伍頁∫

自啓長子.
奢特琿長チ

奢特躍次子

奢特琿第3了・

嘔都の長子
寛保次了

薩穆蛤長子
薩.克新長了・

策曙長了.
策曙第5子

策携第6子・

阿壁衰次子

達爾當阿長.F
達爾當Ep1次子

豪煕8～ 雍 正9年

索煕3～59伍

康煕3、 乾 隆ll隼

康 薫5～ 輻LE5虹

順 治14～ 雍 正5箆

康煕il～ 乾 隆11年

棄薫52一 乾 隆20年

康煕53～ 乾 隆39年

雍王8～ 乾 隆23正

乾隆1】年 ～?

乾隆11年 ～?

乾隆9～31年

雍 正5～ 乾 隆26伍

乾隆 元 一45亙

原任養狩処行走

監`虹よヒ}'=等侍衛兼管養鷹鶏処事
鍾軍より養狗処拝唐阯

若くLて養狗処拝唐阿、のち病気で辞職
泰園訓2仔二に三等侍衛.16隼御能二等侍衛、騎射に長じる

若(し て父グ)雲騎尉を継ぎ藍i}目侍衛≧な4ノ.二等侍衛兼管嚢鷹鶏起事

藍睡侮膏萩善射鵠処行走、乾隆2年に十五善射、5年に上駆院侍衛・再騎射
乾隆3年;こ藍凄r芋衛,.三=虞{ffm調処行走

監生より乾隆15年に五品麿生のち/.・¥侍衛・乾清門行竜、19無にヒ賓備周処行走

官学盤より乾隆29年に上重備用処拝唐阿
官学V.より乾隆29年に上唆備R処 拝唐阿、31尋に十五善射、43年に禮部向書・議政大臣

乾隆23年に特旨により上虞備馬処拝唐阿

幼くしで.L翼備用処拝唐阿

養鷹鶏処ぞ葦闘寿阿

家譜226頁

家譜396頁

家譜397頁

家譜399頁
家譜4司6頁

家譜626頁
家gy.769ft

家譜772頁

家譜7路頁

家譜792頁
家譜793頁

家譜812頁
家譜8D頁

家譜819貞

第
五
世
代

詩昌
徳禄

購布

嵩山
索諾穆策凌

保慶

和で茎次了.

桑格長f'

菓保住長予

恒穂次子
恒穂第3f一

蘇僕第4T一

雍 工 元、 乾 隆43年

康黙35一 雍1三i3年

寅煕40～?

康酵60～ 乾Fe20t#

乾隆4～?

乾隆2～41伍

乾隆9年に藍屠侍衛のち罷免にな膨)上虞備弔処拝唐阿
若くして養狗処拝唐阿

緊煕60年、二.著亨イ寺衛、確正天1年1こ上舅廼院侍衛、3年1こ乾清門侍偉了、9年,こ御前大臣.乾隆11年,二善撲処頭領

乾隆8年に上眞備用処行走
幼くして官学で学習、乾峰21伍,ここ享侍衛・乾清門行走.25Eに 御前侍衛・奏事処総理

若 こして養狗処拝唐阿

家譜173
家譜401貞

家譜482頁
家譜488貞

家譜489頁

家譜650頁

な
る
。
こ
の
内
大
臣

の
設
置
に

つ
い
て
は
、
前
稿

で
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
大
清
皇
帝

に
即
位
す
る
際
に
、

藩
陽
の
王
宮
に

「内
廷
」
が
厳
格
な
基
準
を
以
て

外
廷
と
区
分
さ
れ
た
こ
と
、

内
廷
を
統
括
す
る
内

大
臣
は
、

ヌ
ル

ハ
チ
と
養
子
や
婚
姻
を
通
じ
て
親

族
と
な

っ
た
旗
人
が
任
用
さ

れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た

。
ト
ゥ
ル
ゲ
イ
と
イ
ル
デ

ン
の
内
大
臣

へ
の
任
用
は
、
ま
さ
に
ヌ
ル

ハ
チ
の
第
四
女

ム
ク

シ
と

の
婚
姻
と

ヌ
ル
ハ
チ
の
養
子
と
な

っ
た
こ
と

が
要
因
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ム
ク
シ
は
ヌ
ル

ハ
チ

の
女
真
統
合

の
過
程

で
最

も
強
大
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
ウ
ラ
国
の
ブ
ジ
ャ

ン
タ
イ

(
b
u
j
a
n
t
a
i

布
謄
泰

)
と
政
略
結
婚
さ
せ
ら

れ
た
女
性
で
あ
る
が
、
ブ
ジ

ャ
ン
タ
イ
が
イ

ェ
へ

国

へ
逃
亡
し
た
た
め
ヌ
ル

ハ
チ

の
も
と
に
戻
り
、

そ
の
後

エ
イ
ド
ゥ
に
嫁
し
て

エ
ビ
ル
ン
が
出
生
す

る
。
さ
ら
に

エ
イ
ド
ゥ
の
死
後
、
ム
ク
シ
は
そ
の

第
八
子
ト
ゥ
ル
ゲ
イ
と
再
婚
す
る
の
で
あ
る

。

こ
う
し
た
近
親
相
姦
に
類
す

る
婚
姻
は
、
財
産
や

地
位
の
相
続

の
必
要
上
、
北

ア
ジ

ア
諸
族
の
間
で

【表1】 ニュ フル氏 エイ ドゥ家世代別 履歴



普
遍
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
清
朝
の
官
撰
史
料
に
は
ム

ク
シ
と

エ
イ
ド
ゥ

・
ト
ゥ
ル
ゲ
イ
父
子
と

の
再
婚
に

つ
い
て
明
記

し
な
い
。
ま
た
家
譜
に
お
い
て
も
、

エ
イ
ド
ゥ
と
ム
ク
シ
と
の
婚

姻
に

つ
い
て
は
、
二

爲
太
祖
高
皇
帝
第
四
女
和
碩
公
主
」
(三
六

頁
)
と
あ
る
が
、
ト
ゥ
ル
ゲ
イ
と
の
そ
れ
は
、
「嬰
覧
羅

[
(割
注
)

某
人
之
女
並
生
卒
倶
無
考
]」

(三
九

一
頁
)
と
記
し
、
婚
姻
の
存

在
自
体
を
忌
避
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
ト
ゥ
ル
ゲ

イ
の
長
子

・
伍
爾
格
の
妻
は
里
八
墓

の
祖
母
和
碩
公
主
の
墓
の
側

に
葬
ら
れ

(三
九
二
頁
)
、

エ
ビ
ル
ン
や
そ

の
長
子
色
亮

・
三
子

法
喀
ら
も
里
八
毫

の
公
主

の
墓
の
側
に
葬

ら
れ
て
お
り

(七
〇
五

・
七
〇
九

・
七

一
〇
頁
)
、
ム
ク
シ
の
諸
子

・
諸
孫
と
し
て
墓
地

を
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
得
る
。
こ

の
婚
姻
を
忌
避
す
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
明
ら
か
に
漢
族
的
な
婚
姻
観

・
家
族
観

の
影
響

に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
か
の
よ
う
に
、

清
朝
は

ニ
ュ
フ
ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家

一
族
を
皇
帝
側
近
く
に
取
り
込

み
、
内
廷
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第
二
世
代
に

つ
い
て
、
ヌ
ル

ハ
チ
か
ら
順
治
帝
時
代
に

そ
の
多
く
が
侍
衛
を
経
験
し
、
要
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
圖
爾
席
の
長
子
ウ
ル
シ

(
u
r
s
i
伍
爾

錫
)
と
敷
徳

の
次
子

コ
ダ
イ

(
k
o
d
a科
岱

)
で
あ
る
。
ウ

ル
シ

【表2】 ニュフル氏 エイ ドゥ家御 前大臣 ・内廷侍衛任 官者一覧

御前大臣
名 前

法喀
謄布
訥親

阿里衰
豊昇額

任命時期
康煕17年

雍 正9年

乾F奎10～14年

乾隆27～34年

乾隆35～

職 名
近侍内大臣
御前大臣

御前大臣
御前大臣
御前大臣

備 考
康煕初年に内廷行走 康煕17年 に近侍内大臣

康煕60年 に 三等f寺衛 雍正3年 に乾清門f寺衛

雍正4年 に禮部筆帖式 乾隆10年 に大学士 ・議政 大臣

乾隆2年 に御前侍衛

乾隆23年 に ヒ虞備用処秤唐阿34年 に領侍衛内大臣

出 典
家譜707頁

家譜482頁

家譜741頁

家譜751頁

家譜806頁

御前侍衛
名 前

巴喀
墨爾格深

護羅歓
錫特木布

英赫資
顔珠
策携
阿里衰

達爾當阿
索諾穆策凌
托雲

任命時期
太宗年間

順治年間
康煕6～16年
康煕8～22年

康煕16～18年
康煕中期
雍正年間
乾隆2～8年

乾隆7～22年
乾隆25～26年

乾隆35年

職 名
そ卸前f寺衛

御前侍衛
御前侍衛 ・什長
御前侍衛

御前二等侍衛
御前侍衛
御前モ等侍衛
御前f寺衛

御前行走
御前侍衛

御前行走

備 考
騎射に優れる 幼くして=等 侍衛 御前侍衛兼護軍参領

幼くして侍衛
若くしてこ等侍衛一二等侍衛 ・什長 康煕帝の伝宣を司る
康煕6年;こ=等f寺衛

康煕12年に二等侍衛 康煕18年に病気のため太和門行走
若くして内廷行走 一等侍衛
若くして藍翔侍衛 のち御前侍衛班領
乾隆元年にr等 侍衛 乾隆20年に議政大臣

藍?侍衛より任官 乾隆3年 に三等侍衛
奏事処総理

乾隆5年に藍開侍衛 旦6年に二等侍衛

御前侍衛任命後、一.一等侍衛兼侍衛班領となり伝宣を司ろ

35年に乾清門行走任命後に移動

出 典
家譜207頁

家譜424頁

家譜533頁

家譜357頁

家譜446頁

家譜川 頁

家譜736頁

家譜751頁

家譜765頁

家譜489頁

家譜776頁

乾清門侍衛
名 前

法喀
謄布
芳海

特通額
果星阿
特成額
色克精額

布顔達費
明安

祥保

任命時期
康煕中期
雍正3年
雍正13年

乾隆15～19年
乾隆23～27年
乾隆31～43年

乾隆37年
乾隆40年
乾隆45年

職 名
乾清門 三等侍衛
乾i青門で寺偉i

乾清門藍翔侍衛
乾清門行走
乾清門行走
乾清門行走

乾清門行走
乾清門行走

乾清門行走
乾清門行走

備 考
康煕初年に内廷行走 康煕17年に近侍内大臣
康煕60年に三等侍衛 雍正元年に上馴院侍衛
親軍より任命 乾隆14年に一三等侍衛
監生より乾隆15年に五品庭生
乾隆監6年に三等侍衛

官学生→乾隆29年に上虞備用処舞唐阿31年 に十五善射
乾隆34年に三等侍衛37年 に侍衛什長

乾隆38年}こ筆巾占」〈
こ等侍衛より任命

二等侍衛より任命

出 典
家譜707頁

家譜482頁

家譜500頁

家譜788頁

家譜412頁

家譜793頁

家譜8B頁

家譜814頁

家譜838頁

家譜842頁

※ 『開国佐運功臣弘毅公家譜』 ・ 『八旗満洲氏族通譜』 をもとに作成



は
幼
時
か
ら
侍
衛
に
任
命
さ
れ
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
初
め
て
侍
衛
の
等
級
を
定
め
た
際
に

一
等
侍
衛
と
な

っ
た
。
相
撲
を
好
く
し
、
順
治
帝
時

代
に

モ
ン
。コ
ル
ハ
ル
ハ
部
の
力
士
と
相
撲
を
と
ら
せ
て
功
績
が
あ

っ
た
た
め
、
副
都
統

・
善
撲
処
行
走
に
任
命
さ
れ
た

。
善
撲
処
ま
た

は
善
撲
営
は
、
順
治
初
年
に
上
三
旗
侍
衛
の
内
か
ら
選
抜
さ
れ
た
者
が
、
善
撲
、
射
撃
、
騙
馬
な
ど
種
々
の
技
芸
を
身
に
つ
け
、
供
応
に
供

え
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た

。
敷
徳

の
次
子
コ
ダ
イ
も
幼
く
し
て
三
等
侍
衛
か
ら
二
等
侍
衛
と
な
り
、
モ
ン
ゴ
ル
人
力
士
と
相
撲
を
と

っ

て
負
け
ず
、
順
治
帝
は
特
別
に
勤
弓
を
作
ら
せ
て
与
え
た
と
い
う

。

清
朝
に
お
け
る
相
撲
は
、
モ
ン
。コ
ル
諸
部
族
を
清
朝
に
服
属
さ
せ
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
。
清
朝
初
期

の
力
士
と
し
て
有

名
な

ア
ル
サ
ラ
ン

(
a
r
s
a
l
a
n
g

阿
爾
薩
朗
…
獅
子
の
意
)
や
バ
ト
ゥ
ー
ル
ジ
ャ
ン

(
b
a
t
u
r
j
a
n
g

巴
圖
魯
虐
…
b
a
t
u
rは
勇
士
の
意
)
は
、
常

時
ホ

ン
タ
イ
ジ
に
近
侍
し
て
護
衛
に
あ
た
り
、

モ
ン
ゴ
ル
諸
部
の
王
ら
が
来
朝
し
た
際
に
モ
ン
ゴ
ル
人
力
士
を
打
ち
負
か
す
な
ど
、
清
朝
ひ

い
て
は
清
朝
皇
帝

の
権
威
を
高
め
る
役
割
を
担

っ
て
い
る

。
そ
も
そ
も
善
撲
を
能
く
す
る
力
士
は
、
人
界

・
自
然

界
を
越
え
て
北
ア
ジ

ア
の
人

々
の
精
神
や
身
体
に
働
き
か
け
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
克
服
す
る
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
モ
ン
ゴ

ル
諸
部
が
清
朝

の
版
図

に
組

み
込
ま
れ
た
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
時
代
に
、
そ
う
し
た
森
羅
万
象
を
調
和
す
る
力
士
の
呪
術
的
な
カ

へ
の
信
仰
を
取

り
込
み
、
ホ
ン
タ
イ
ジ

の
側
近
の

一
部
は
力
士
集
団
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た

。

力
士
集
団
は
侍
衛

の
な
か
か
ら
勇
力
に
優
れ
た
も
の
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
な
か
で
も
頭
角
を
現
し
て
い
た
の
が
、

エ
イ
ド
ゥ

の
孫

に
あ
た
る
ウ
ル
シ
と

コ
ダ
イ
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
が
要
因
と
な

っ
て
、
ウ
ル
シ
の
長
子
メ
ル
ゲ
チ
ン
は
順
治
帝
の
御
前
侍
衛
に
任
命

後
、

一
等
侍
衛
兼
侍
衛
班
領
と
な
り
、
皇
帝
の
側
近
く
侍

っ
て
諭
旨
の
伝
達
に
携
わ

っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
ま
た
、

コ
ダ
イ
の

弟
ワ
ダ
イ

(
w
a
d
a
i
瓦
岱
)
も
幼
く
し
て
順
治
帝
に
近
侍
し

一
等
侍
衛
と
な

っ
た
。

エ
イ
ド
ゥ
家
と
い
う
権
門
の
家
柄
の
兄
弟
が
力
士
や
侍

衛
と

し
て
皇
帝
の
側
近
く
に
あ

っ
て
護
衛
に
あ
た

っ
て
い
た
た
め
、
彼
ら

の
弟

で
あ
る
モ
ル
ホ
ン

(
m
o
r
h
o
n

護
羅
歓
)
は
康
煕
帝

の
御
前

侍
衛
と
な
り
、
康
煕
帝

の
諭
旨
の
伝
達
に
携
わ
っ
て
い
る
。
『
開
国
佐
運
功
臣
弘
毅
公
家
譜
』
五
三
三
頁
に
モ
ル
ホ
ン
の
伝
を
載
せ
て
、

少
爲
三
等
侍
衛
。
順
治
十
四
年
襲
父
所
得
之
二
等
輕
車
都
尉
、
旋
陞
二
等
侍
衛

・
侍
衛
什
長
。
康
煕
六
年
襲
勲
薔
佐
領
、
陞
頭
等
侍
衛

兼
侍
衛
班
領
、
擢
御
前
侍
衛

・
侍
衛
什
長
、
司
傳
宣
。
聖
祖
仁
皇
帝
毎
付
以
要
務
、
謂
公
資
性
況
毅
、
足
麿
重
任
、
常
命
與
元
老
大
臣



同
列
、
恩
遇
甚
隆
。

と
あ
る
。
モ
ル
ホ
ン
は
天
聡
八
年

(
一
六
三
二
)
に
エ
イ
ド
ゥ
の
第
十

一
子
赦
徳
の
第
四
子
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
三
等
侍
衛
と
な
り
、

順
治
年
間
に
は
二
等
侍
衛

・
侍
衛
什
長
と
な

っ
た
。
そ
し
て
康
煕
帝
が
親
政
を
開
始
し
た
康
煕
六
年
に
は
、

一
族

の
勲
菖
佐
領

(満
洲
鑛
黄

旗
第

一
参
領
第
十
佐
領
)
を
襲
い

一
等
侍
衛
兼
侍
衛
班
領
と
な
り
、

つ
い
で
御
前
侍
衛

・
侍
衛
什
長
と
し
て
康
煕
帝

の
諭
旨
を
伝
達
す
る
こ

と
を
掌

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
ま
さ
に
康
煕
帝
に
近
侍
し
て
親
政
以
後
の
政
局
に
重
き
を
な
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
康

煕
帝
が
親
政
を
開
始
す

る
と
、
改
め
て
乾
清
宮
が
修
理
さ
れ
、
皇
帝

へ
の
集
権
化
が
目
指
さ
れ
た
が
、
内
廷
で
皇
帝
を
支
え
る
側
近
集
団
を
構
成
し
、
諭
旨
や
文
書

の
伝
達
な
ど
皇
帝
権
の
執
行
の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
の
が
、
御
前
大
臣

・
御
前
侍
衛

・
乾
清
門
侍
衛
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

エ
イ
ド
ゥ
が
ヌ
ル
ハ
チ
挙
兵
当
初
か
ら
の
功
臣
で
あ
り
、
そ
し
て
な
に
よ
り
ヌ
ル
ハ
チ
の
第
四
女
ム
ク
シ
を

エ
イ
ド
ゥ

・
ト
ゥ
ル
ゲ
イ
父

子
が
相
次
い
で
嬰
り
、

エ
ビ
ル
ン
が
出
生
す
る
な
ど
、
ヌ
ル
ハ
チ
の
姻
戚
で
あ

っ
た
こ
と
が
要
因
と
な

っ
て
、

エ
イ
ド
ゥ
の
子
孫
た
ち
は
、

宮
中

で
養
育
さ
れ
、
あ
る
い
は
侍
衛
や
力
士
と
し
て

ハ
ン

・
清
朝
皇
帝
の
側
近
く
仕
え
親
密
な
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

清
朝

に
お
け
る
君
主
観

・
統
治
思
想

・
制
度
組
織
や
旗
人
レ
ベ
ル
で
の
接
触
に
お
い
て
も
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
漢

化
の
影
響
は
避
け
が
た

い
も

の
が
あ
り
、
そ
の
た
め
ヌ
ル
ハ
チ
の
妹
を
功
臣
の
父
子
が
相
次
い
で
嬰

っ
た
こ
と
が
次
第
に
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

エ
ビ
ル
ン

が
オ
ポ
イ
と
と
も
に
弾
劾
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
爵
位
を
奪
わ
れ
た
の
み
で
内
廷
に
宿
衛
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う

に
エ
イ
ド
ゥ
家
が
清
朝
の
王
権
を
維
持
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な
家
柄
で
あ
る
と
と
も
に
、
清
朝
皇
帝
の
正
統
性
自
体
が
問
わ
れ
か
ね
な
い

姻
族

で
あ

っ
た
こ
と
が
要
因
と
思
わ
れ
る
。

康

煕
帝
が
実
質
的
な
親
政
を
開
始
す
る
康
煕
八
年
に
乾
清
宮
が
再
建
さ
れ
、
前
述
の
よ
う
に

エ
ビ
ル
ン
の
僅
に
あ
た
る
モ
ル
ホ
ン
が
康
煕

六
年

以
降
に
御
前
侍
衛
と
し
て
康
煕
帝

の
諭
旨
の
伝
達
を
司
り
、

エ
ビ
ル
ン
自
身
は
康
煕
八
年
か
ら
内
廷
に
宿
衛
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま

た
、

エ
イ
ド
ゥ
の
第
六
子
達
隆
謳
の
孫
で
第
三
世
代
に
あ
た
る
シ
ト

マ
ン
ブ

(
s
i
t
n
a
m
b
u

錫
特
木
布
)
は
、
康
煕
六
年
に
三
等
侍
衛
で
あ

っ
た
が
、
康
煕
八
年
に
御
前
侍
衛
に
任
命
さ
れ
、
さ
ら
に
第
四
世
代
の
英
赫
資
は
康
煕

一
六
年
か
ら

一
八
年

の
問
、
御
前
二
等
侍
衛
に
任
用

さ
れ
て
い
る
。
よ

っ
て
康
煕
八
年
に
乾
清
宮
を
軸
と
す
る
内
廷
が
形
成
さ
れ
、
御
前
大
臣
と
御
前
侍
衛

・
乾
清
門
侍
衛
か
ら
な
る
内
廷
の
組



織
が
成
立
し
た
と
考
え
る
。

で
は
、
御
前
大
臣
の
任
命
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
康
煕
八
年
の
エ
ビ
ル
ン
の
内
廷
入
直
を
も

っ
て
御
前
大
臣
の
任
命
と
見
な
す
の

は
早
計
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
が
、
エ
ビ
ル
ン
は
康
煕

一
二
年
に
、

つ
い
で
モ
ル
ホ
ン
は
康
煕

一
七
年
に
死
去
す
る
が
、
両
者
を

つ
い
で
内
廷

で
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
の
が
、

エ
ビ
ル
ン
の
第
三
子
フ
ァ
カ
で
あ

っ
た
。
『開
国
佐
運
功
臣
弘
毅
公
家
譜
』
七
〇
九

頁
の
本
伝
に
、

少
襲
父
所
襲
之

一
等
公
、
在
内
廷
行
走
。
康
煕
十
七
年
、
襲
勲
薔
佐
領
、
随
擢
近
侍
内
大
臣
。
聖
祖
仁
皇
帝
加
恩
、
不
時
賜
衣
帽
鞍
馬

鳥
鎗
、
以
及
上
所
服
四
團
龍
補
掛
。

と
あ
り
、
康
煕
三
年
に
生
ま
れ
た
フ
ァ
カ
は
幼
く
し
て
内
廷
に
入
侍
し
、
モ
ル
ホ
ン
の
死
去
し
た
康
煕

一
七
年
に
は
勲
菖
佐
領
を
継
ぎ

(満

洲
鈹

黄
旗
第

一
参
領
第
三
佐
領
)
、
近
侍
内
大
臣
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
。
『
八
旗
通
志
初
集
』
巻

一
=
二
、
八
旗
大

臣
表
に
よ
れ
ば
、
康
煕

一
七
年
に
フ
ァ
カ
は
内
大
臣
に
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
巻
五
に
は
、
「其
長
子
法
喀
承
襲

}
等
公
、

原
任
御
前
大
臣

・
内
大
臣
護
軍
統
領
兼
佐
領
。
」
と
あ
り
、
近
侍
内
大
臣
と
は
御
前
大
臣
の
名
称
が
ま
だ
定
ま
ら
な

い
以
前

の
呼
称
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の

一
は
、
内
廷
の
機
能
が
充
実
さ
れ
る
な
か
、
父
の
エ
ビ
ル
ン
と
従
兄
弟

の
モ
ル
ホ

ン
が
と
も
に
内
廷
に
入

侍
し

て
お
り
、
彼
ら
の
担

っ
た
職
掌
を
フ
ァ
カ
が
継
承
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
由
の
二
は
、

フ
ァ
カ
は
康
煕
二
五
年
に
爵
位
を
削
ら
れ

て
降

格
す
る
ま
で
近
侍
内
大
臣
に
任
じ
て
い
た
が
、
弟
の
音
徳
は
そ
の
間
に
内
大
臣
に
任
用
さ
れ
て
お
り

(摯
、
弟
よ
り
も
上
位
の
役
職
に

い
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
理
由
の
三
は
、
降
格
後
に
御
前
大
臣
に
任
官
し
た
記
録
が
な
い
こ
と
、
理
由
の
四
は
、
任
期
中
に
エ
イ
ド
ゥ
家

か
ら
御
前
侍
衛
に
シ
ト

マ
ン
ブ

(康
煕
八
～
二
二
年
任
)
・
英
赫
資

(康
煕

一
六
～

一
八
年
任
)
ら
が
任
用
さ
れ
、
官
職
上
に
お
い
て
も
、

エ
イ
ド
ゥ
家
の
家
系
に
お
い
て
も
、

エ
ビ
ル
ン
の
嫡
子
で
あ
る
フ
ァ
カ
が
彼
ら
を
統
率
す
る
の
に
最
も
適
任
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ

っ
て

清
朝

に
お
け
る
御
前
大
臣
の
任
命
は
、
フ
ァ
カ
が
最
初
と
考
え
た
い
。

フ

ァ
カ
と
そ
れ
以
後
の
御
前
大
臣
に

つ
い
て
、
家
譜
に
加
え

『
八
旗
満
洲
氏
族
通
譜
』
・
『
国
朝
者
献
類
徴
初
編

』
の
諸
資
料
か
ら
、
乾

隆
年
間
ま
で
に
限
り
抽
出
し
た
の
が

【表
3
】
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
前
侍
衛
の
任
に
あ
っ
た
英
赫
資
の
甥

で
第
五
世
代
の
謄
布
が

雍
正
九
年
に
乾
清
門
侍
衛
か
ら
御
前
大
臣
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
フ
ァ
カ
が
任
を
退

い
た
際
に
、
そ
の
勅
奮
佐
領
を
襲

っ
た
実
弟
音
徳



の
子
孫
か
ら
、
訥
親

・
阿
里
衰

の
兄
弟
、
阿
里
衰

の
子
豊
昇
額
が
順
次
任
用
さ
れ
、
御
前
大
臣

の
多
く
を

ニ
ュ
フ

ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家
か
ら
排
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
当
家
が
清
朝
皇
帝
の
正
統
性
に
関
わ
る
権
門

で
あ

っ
た

こ
と
が
要
因
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
【表

1
】
の
第
三

・
四

・
五
各
世
代

の
子
孫

の
多
く
が
、
皇
族
の

家
政
機
関
で
あ
る
内
務
府
に
お
い
て
も
重
要
な
皇
帝
の
乗
馬
や
狩
猟
に
備
え
る
上
馴
院
や
養
狗
処
に
任
用
さ
れ
、

清
朝
皇
帝
に
身
近
に
接
す
る
機
会
を
得
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め

エ
イ
ド

ゥ
を
叔
祖
と
す
る
凌
柱

の
娘
が
、
康
煕
四
三
年
に
親
王
で
あ

っ
た
雍
正
帝
に
嫁
し
て
後
の
乾
隆
帝
を
産
み
、
か

つ
乾
隆
帝
は
音
徳
の
第
五

子
愛
必
達

の
娘
を
婆
る
な
ど
、
「内
」
に
秘
匿
す
べ
き
家
柄
を
転
じ
、
清
朝
皇
帝

の
閨
閥
と

し
て
の
地
位
を
確
立

す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る

。

グ
ワ
ル
ギ
ヤ
氏

フ
ユ
ン
ド
ン
家
か
ら
は
、
乾
隆
七
年
に

ハ
ダ

ハ

(
h
a
d
a
h
a

恰
達
恰
)
が
御
前
大
臣
に
任
用
さ
れ

て
い
る
が
、
や
は
り
こ
の
氏
族
が
清
朝
政
権
に
お
い
て
重
要
な
家
柄
で
あ

っ
た
こ
と
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
ほ
か
、
易
州
出
身

の
朝
鮮
人
で
満
洲
正
黄
旗
包
衣
の
常
明
や
モ
ン
ゴ
ル
ポ
ル
チ
ン
部
出
身
の
正
白
旗
旗
人
ワ
ン

ジ
ャ
ル

(
w
a
n
g
j
a
l

旺
札
爾
)
が
任
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
清
朝

の
多
様
な
版
図
統
合

の
必
要
上
、
時
事

の
政
策
に
通
じ
た
旗
人
を
内
廷
に
入
侍
さ
せ
る
必
要
が
あ

っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

康
煕
時
代

の
内
廷
成
立
当
初
か
ら
、
御
前
大
臣

・
御
前
侍
衛

・
乾
清
門
侍
衛
に
は
上
三
旗
中
の
権
門
で
あ
る
ニ

ュ
フ
ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家
か
ら
多
数
の
任
用
者
を
出
し
て
お
り
、
康
煕
親
政
か
ら
乾
隆
年
間

に
か
け
て
、
清
朝
内
廷

を
支
え
る
有
力
な
氏
族
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、

ニ
ュ
フ
ル
氏
エ
イ
ド
ゥ
家
は
、
皇
帝
直
属
の
上
三
旗
中
筆
頭
の

鈹
黄
旗
満
洲
都
統
第

一
参
領
所
属

一
七
佐
領

の
う
ち

一
〇
佐
領
を
専
管
す
る
と
い
う
、
八
旗
制
に
お
い
て
他
に
類

を
見
な
い
位
置
を
占
め
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る

。

【表3】 御前大臣(康 煕～乾隆年間)

人 名

法喀
喉布
常明
恰達略
調親
旺孔爾
阿里衰
豊昇額

任命時期
康囲17年

雍119年

雍 止年間

乾隆7葺

乾隆10～ 】4年

乾降13年

章乞巨奎27～34年

乾隆35～

旗 分
瀟洲鑛黄旗

1論州鑛黄旗

瀟洲五L黄包衣

1萌洲鑛黄旗
漏洲鑛黄旗
蒙占止日旗
瀟洲鑛黄旗
瀟洲鑛黄旗

出 身
鉦砧緑氏額亦都家
鉦砧緑氏額亦都家
易卜1・lt也方高麗人
瓜爾佳氏費英東家
鉦枯橡氏額亦都家
科爾幽嗣伯特氏
紐rl占緑氏額亦都家
錘詰緑氏額亦都家

任 嗣
近侍内夫臣
御前大臣
御前大臣
御前大臣
御前大臣
御前大臣
御前大臣
御前大臣

備 考
康煕初ff内 廷行 走 康囲 監7年近侍内 大臣

豪煕60年 二等侍衛 雍止3t,1乾清門侍衛

雍 止4年禮部筆帖式 乾隆IO年 大学土 ・議政天臣

雍止6年 御前_等 侍衛

乾隆2年 御前f寺偉1

乾隆23年}=虞 備用慮拝唐阿34年 領侍衛内J〈臣

出 典
家譜70頂

家譜482貞

通譜巻72

醤獣巻275

家譜74頂

誉獣巻79

家譜75頂

家譜806頁

※典捺 『開國佐運功 臣弘毅公家譜』 ・『八旗漏洲氏族通譜』 『國朝蓄獣類徴初編』



お

わ

り

に

清
朝
入
関
後
、
特
に
順
治
帝

の
親
政
か
ら
そ
の
皇
位
を
継
承
し
た
康
煕
帝
の
親
政
前
後
に
至
る
内
廷
と
侍
従
集
団

の
形
成
に

つ
い
て
考
察

し
た
。
順
治
帝
は
順
治
九
年
に
有
力
旗
王
を
政
権
か
ら
遠
ざ
け
、
権
力
基
盤
の
脆
弱
な
旗
王
を
議
政
王
に
任
用
し
、
議
政
大
臣
を
中
心
と
し

た
国
政
の
最
高
決
議
機
関
で
あ
る
議
政
王
大
臣
会
議
を
再
編
成
し
た
。
そ
し
て
本
章
に
よ
る
朝
廷
決
議
の
方
式
を
整
備
し
、
内
廷
に
皇
帝
執

政
の
場
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
政
務
の
決
裁
権
を

一
手
に
担
う
専
制
的
な
集
権
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
満
漢
官
僚
や
旗
王

の
強

い
反
対
も
あ
り
、
十
全
に
は
成
ら
ず
に
終
わ

っ
た
。

康
煕
帝
が
即
位
す
る
と
、
順
治

一
〇
年
の
朝
廷
決
議

の
方
式

へ
と
戻
り
、
次
第
に
幼
帝
を
補
佐
す
る
輔
政
大
臣
オ
ポ
イ
と

エ
ビ
ル
ン
に
専

横

の
振
る
舞
い
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
康
煕
帝
は
実
質
的
な
親
政
を
開
始
す
る
康
煕
八
年
に
、
執
政

の
場
で
あ
る
乾
清
宮
を

再
建

し
、
乾
清
門
と
乾
清
宮
を
軸
に
左
右
に
内
宮
や
宮
中
衙
門
を
配
す
る
内
廷
を
構
成
し
た
。
そ
し
て
オ
ボ
イ
を
監
禁
す
る
と
同
時
に

エ
ビ

ル
ン
を
内
廷
に
入
直
さ
せ
、

エ
ビ
ル
ン
の
出
自
す
る
ニ
ュ
フ
ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家
を
中
心
に
、
清
朝
皇
帝
に
直
属
し
て
内
廷
を
管
掌
す
る
御
前

大
臣

・
御
前
侍
衛

・
乾
清
門
侍
衛
が
組
織
さ
れ
た
。
ニ
ュ
フ
ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家
が
内
廷
と
侍
従
集
団

の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
の
は
、

エ
ビ

ル
ン
が
父
エ
イ
ド
ゥ
と
ヌ
ル
ハ
チ
の
第
四
女
ム
ク
シ
と
の
問
に
出
生
し
た
こ
と
が
要
因
の

一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
実
母
ム
ク

シ
は

エ
ビ
ル
ン
の
異
母
兄
で
あ
る
ト
ゥ
ル
ゲ
イ
と
再
婚
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
通
婚
が
漢
化
の
影
響
を
受
け
る
中
で
忌
避
さ
れ
、
そ
れ
を
隠

蔽
す
る
か
の
よ
う
に
内
廷
に
入
直
し
、
清
朝
に
お
け
る
特
殊
な
権
門
の
位
置
を
得
る
の
で
あ
る
。

内

廷
は
そ
の
王
朝
の
権
力
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
検
討
課
題
の

一
つ
で
あ
る
が
、
清
朝
に
お
け
る
内
廷

の
形
成
は
、
清
朝
の

漢
化

の

一
面
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
ホ
ン
タ
イ
ジ
時
代
に
モ
ン
ゴ
ル
諸
部
が
清
朝
の
版
図
に
組
み
込
ま
れ
た
際
に
、
力
士

集
団
が
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
近
衛
を
構
成
す
る
な
ど
、

モ
ン
ゴ
ル
文
化
の
受
容
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
御
前
大
臣
や
内
廷
侍
衛

の
任
命
が
、
ヌ
ル

ハ
チ

の
第
四
女
ム
ク
シ
と
エ
イ
ド
ゥ

・
ト
ゥ
ル
ゲ
イ
父
子
の
再
婚
が
縁
由
と
な

っ
て
、

ニ
ュ
フ
ル
氏

エ
イ
ド
ゥ
家
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
、
北
ア
ジ
ア
的
な
要
素
も
認
め
得
る
の
で
あ
る
。



(
1
)

厳
密

に
は
清

朝
と
は

ヌ
ル

ハ
チ

の

ハ
ン
位
を
継
承
し
た
ホ

ン
タ

イ
ジ

が
寛
恩
仁
聖
皇
帝
に
即
位

し
、

国
号
を
大
清
国
d
a
i
c
i
n
g
 
g
u
r
u
n

、
年
号
を
崇
徳

と
定

め
て
以
降

(
一
六
三
六
～

一
九

二

)

を
さ
し
、

ヌ
ル

ハ
チ

の
満

洲
国
m
a
n
j
u
 
g
u
r
u
n

・
金

国
時

代
と
区
分
す
る
が
、
本
稿

で
は
便
宜
上

ヌ
ル

ハ

チ
時
代

か
ら
も
清
朝
と
呼
称
す

る
。

(
2
)

杉
山
清
彦

「
八
旗
旗
王
制

の
成
立
」
『
東
洋

学
報
』

(第
八
三
巻
第

一
号

、
二
〇
〇

一
年
)
、

同

「大
清
帝

国

の

マ
ン
チ

ュ
リ

ア
統
治

と
帝

国
統
合

の
構

造
」

(左
近
幸
村
編

著

『
近
代
東
北

ア
ジ

ア
の
誕
生
』

第
九
章
、
北
海
道

大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
九
年
)
、
鈴

木
真

「
清
朝
入
関
後
、
旗

王
に
よ
る

ニ
ル

支

配

の
構
造
」

(『
歴
史
学

研
究

』
八
三
〇
号
、

二
〇

〇
七
年
)
を
参
照
。

(
3
)

谷
井
陽

子

「
八
旗

制
度
再
考

(
一
)

連
旗

制
論
批
判

」

(『
天
理
大

学
学

報
』
第
五
六
巻
第

二
号
、

二
〇
〇
五
年
)
、
杜
家
騨

「
八
分
体

制
瓦
解
后

八
旗
領
主
分

封
的

長
期
残
留
及
其
政
治

影
響

」

(同

『
八
旗
与
清
朝
政
治

論
稿
』
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇

八
年

)
。

(
4
)

拙
稿

「清
朝
康

煕
年
間
に
お
け

る
内
廷
侍
衛

の
形
成
」

(『
歴
史
学

研
究

』
七
七
四
号
、

二
〇
〇

三
年
)
。

(
5
)

侍
衛

に

つ
い
て
は
、
佐
伯
富

「清
代

の
侍
衛

に

つ
い
て
1

君
主
独
裁
権

研
究

の

…
勧
1

」

(『
東
洋
史
研
究
』

第
二
七
巻
第

二
号
、

一
九

六
六
年
)
、
陳

文
石

「清
代
的
侍
衛

」

(『
食
貨

月
刊
復
刊
』
第
七
巻
第

六
期
、

一
九

七
七
年
)
、
常
江

・
李

理

『
清
宮

侍
衛
』

(遼
寧

大
学
出
版
社
、

一
九

九
三
年
)
、

増

井
寛
也

「グ
チ

ュ
g
u
c
u考
ー

ヌ
ル

ハ
チ
時

代
を
中
心
と

し
て

」

(『
立
命
館
文
学
』
第

五
七
二
巻
、

二
〇
〇

一
年
)
、
同

「建
州
統

一
期

の
ヌ
ル

ハ

チ
政
権

と
ボ

ォ
イ

目

ニ
ヤ
ル

マ
」

(『
立
命

館
文
学
』
第
五
八
七
号
、

二
〇
〇

四
年

)
、
杉

山
清
彦

「
ヌ
ル

ハ
チ
時
代

の
ヒ
ヤ
制
-
清

初
侍
衛
考
序
説
-
」

(『
東
洋
史
研
究
』
第

六
二
巻
第

一
号
、

二
〇
〇

三
年
)

を
参
照
。
な
お
、

ヒ
ヤ
の
理
解

に

つ
い
て
は
、
増
井
氏

の
論
考

に
拠

る
。

註 こ
れ
ま
で
の
清
朝
国
家
論
で
は
、
中
国
的
な
専
制
王
朝
や
、
満
洲
人
に
よ
る
征
服
王
朝
、
近
年
に
お
い
て
は
中
央

ユ
ー
ラ
シ
ア
的
な
王
朝

と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
の
趨
勢
の
な
か
で
様

々
な
要
素
を
融
合
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
新
た
な

「中
華
帝
国
」
と
し
て
清
朝
を
位
置
づ
け
る
視
点
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。



(
6
)

内
大

臣
の
任

用
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「清
朝
内
廷

の
成

立
」

(近
刊
予
定
)

を
参
照
。

(
7
)

宮
崎
市
定

「清
朝

に
お
け
る
国
語
問
題

の

一
面
」

(同

『
宮
崎
市
定
全
集

14
1

雍
正
帝
』
岩
波
書
店
、

一
九

九

一
年

口

九
四
七
年
初
出
]
)
S
i
l
a
s
 
H

・

ミ

ミ L
.
W
u
,
"
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
I
n
p
e
r
i
a
l
 
C
o
n
t
r
o
l
 
i
n
 
C
h
i
n
a
:
E
v
o
l
u
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
P
a
l
a
c
e
 
M
e
m
o
r
i
a
l
 
S
y
s
t
e
m
,
1
6
9
3
-
1
7
3
5
,
H
a
r
v
a
r
d
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s

C
a
m
b
r
i
d
g
e
1
9
7
0

な
ど

を
参

照
。

(
8
)

谷
井
俊
仁

「順
治
時
代
政
治

史
試
論
」

(『
史
林
』
第

七
七
巻
第

二
號
、

一
九

九
四
年
)
。

(9
)

宮

崎
前
掲
註

(
7
)
論

文
。

(
10
)

拙
稿

「領
侍
衛
内
大

臣

の
形
成

順
治
朝
政
治
史

の

一
餉

」

(近
刊
予
定
)
。

(
11
)

『
大
清

世
祖
章
皇
帝
実
録

』

(
以
下

『
世
祖
実
録
』

と
略
記
)
巻

五
二
、
順
治
八
年

正
月
丁
卯

の
条

に
、

「
移
内
三
院
衙
署

於
紫

禁
城
内
。
」

と
あ
る
。

(
12
)

『
世
祖
実
録
』
巻

五
五
、

順
治
八
年
三
月
癸
未

の
条
.、

(
13
)

マ
ン
ダ

ハ
イ

・
レ
ク
デ

フ
ン

・
ワ
ク
ダ

に

つ
い
て
は

『
八
旗
通
志
初
集

』
巻

一
二
九
、

ニ
カ

ン

・
シ

ョ
セ
に

つ
い
て
は
同
巻

一
三
三
、

カ

ル
チ

ュ
フ

ン
に

つ
い
て
は
同
巻

一
三
六
、

ウ
ダ

ハ
イ

に

つ
い
て
は
同
巻

=
二
七
、
ポ

ロ
に

つ
い
て
は

『
欽
定
八
旗
通
志
』
巻

一
二
九

の
各
本
伝
を
参
照
。

(
14
)

ポ

ロ
と

ニ
カ

ン
は
崇
徳

二
年
四
月
、

レ
ク
デ

フ
ン
と
ウ
ダ

ハ
イ

は
順

治
七
年
五

月
、

シ

ョ
セ
と

ワ
ク
ダ

は
順
治
八
年

一
〇
月
に
そ
れ
ぞ

れ
議

政
王
に

任
命

さ
れ

て
い
る
,

マ
ン
ダ

ハ
イ
は

ヌ
ル

ハ
チ

以
来
三
代
に
わ
た

り
紅
旗

を
率

い
た
ダ
イ

シ
ャ
ン

の
爵
位
を
継

承
し
た
人
物

で
あ
り
、
当
然
な

が
ら
議

政
王
と

し
て
会
議
を
構
成

し
た
主
要

な
メ

ン
バ
ー
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
れ

に
順
治
七
年

五
月
に
任
命
さ

れ
た
ド

ニ

(『
世
祖
実
録

』
巻
四
九
、

順
治
七

年
五
月
辛
酉

の
条

)
を
加
え

て
議

政
王
が
構
成
さ

れ
て

い
た
。
管

理
部
務

王

の
議
政

王
任

用
時

期
に

つ
い
て
は
前
掲

註

(
13
)
の
各
本
伝
を
参

照
。

な
お

議
政
王
大
臣
制

に

つ
い
て
は
、
神

田
信
夫

「清
初

の
議
政
大
臣

に

つ
い
て
」
(同

『
清
朝
史

論
考
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇

五
年

[
一
九

五

一
年
初
出
]
)
、

傳

宗
慰

「
軍
機
処
潮
源

(二
)
1
清

初
議
政
体
制

」

(同

『
清

代
軍
機
処
組

織
及
職
掌
之

研
究
』
第

二
章

、
嘉
新

水
泥
公
司
文

化
基
金
会
、

一
九
六
七

年
)
、
白
新
良

「順
治
時

期
清
朝
政
府

的
中
枢
決
策

」

(
同

『
清
代
中
枢
決
策

研
究
』
第

三
章
、
遼
寧

人
民
出
版
社

、

二
〇
〇

二
年
)
、
趙
志
強

「
中
央

決
策

機
制
的
形
成

」

(同

『
清
代

中
央
決
策
機
制

研
究
』
第
四
章
、

二
〇
〇
七
年
)
、
杜
家
騨

「
入
関
後
八
旗
王

公
大
員
議

処
国
家
機
要
大
政
的

議
政
王

大
臣
会
議
」

(杜
家
騨
前

掲
註

(
3
)
論
著
所
収
)
を

参
照
。



(
15
)

↓
例

と
し
て
周
遠
廉

・
趙
世
喩

『
皇

父
摂
政
王
多
爾
衰
全
伝
』

(吉
林

文
史

出
版
社
、

一
九

人
六
年
)

四
六
二
～
四
六
四
頁
を
参
照
。

(
16
)

『
世
祖
実

録
』
巻

六
三
、
順
治
九
年

三
月
丙
戌

の
条
に

「罷
諸

王

・
貝
勒

・
貝
子
管
理
部
務
。
」

と
あ
る
。

(
17
)

『
世
祖
実
録

』
巻

六
四
、
順
治
九
年

四
月
乙
卯

の
条
。

(
18
)

『
世
祖
実
録
』
巻

九
〇
、
順
治

=

一年

三
月
庚

子

の
条
。

ワ
ク
ダ
と

シ

ョ
セ

の
逝
去
に

つ
い
て
は
前
掲

註

(
13
)

の
各
本
伝
を
参
照
。

(
19
)

『
世
祖
実
録
』
巻

六
九
、
順
治
九
年

一
〇
月
戊
午

の
条
。
な

お
各
旗

王
に

つ
い
て
は

『
八
旗
通
志
初
集
』
巻

=

二
〇

・
=
三

丁

一
三
九

の
各

本
伝
、

な
ら
び

に
趙
志

強

「中
央
決
策
之
多

元
化
」
表

17

(趙
志
強
前
掲
註

(
14
)
著

書
所
収
)
、

↓
九
三
～

一
九

四
頁

を
参
照
。

(
20
)

世
祖
実
録

で
確

認
さ
れ

る
だ

け
で
順
治
八
年

正
月
～

↓
○
年

一
二
月
ま

で
に
三
二
名

の
議
政
大
臣

の
任
命
が
行
わ

れ
て

い
る
。
趙
志
強

「
中
央
決
策

之
多

元
化
」
表

19

(前
掲
註

(
14
)
著
書

所
収

)
、

一
九
七
～

　
九
九
頁
を
参
照
。

(
21
)

『
世
祖
実
録
』
巻

六
二
、
順
治
九
年
正
月
壬
寅

の
条
、

「以
後

一
鷹
章
奏

、
悉
進
朕
覧

、
不
必
啓

和
碩
鄭
親

王
。
其

各
省
漢
官
救
書
、
倶
著
緒
課
清
字
、

啓
奏
記
櫨
。
軟
上

止
用
漢
字
給
獲
。
」
と
あ

る
。

(
22
)

『
世
祖
実
録
』
巻

六
六
、
順
治
九
年
七
月
癸
未

の
条

、
「諭
内

三
院

。
内
外
題

本

・
奏
本
、
各
有

格
式
。
先

已
軟
禮
部
、
獲
式
通
行
。
近
見
内
外
本
章
、

尚
有
長
短
寛
窄

、
違
式
参
差
者
。

内
院
即
傳
諭
禮

部
、
嚴
加
申
筋
、
務
使
在

京
漏
漢
大
小
各
官

、
在

外
督
撫
按

下
至
府

州
県
衛
所
等
衙
門
、

倶
壷

一
遵

行
。
」
。

(
23
)

『
世
祖
実
録
』
巻

五
二
、
順
治
八
年
正
月
庚
申

の
条
。

(
24
)

『
世
祖
実
録
』
巻

七
二
、
順
治

一
〇
年

二
月

己
酉

・
己
未

の
条
な
ど
を
参
照
。

(
25
)

宮
崎
前

掲
註

(
7
)
論

文
、

二
九

二
～
二
九
五
頁
。

な
お
順
治
帝

は
政
務

決
議

の
参
考

に
親

政
以
前

の
本
章

を
も
閲
覧

し
て
お
り
、
内
院

に
は
ド

ル
ゴ

ン
摂
政
期

か
ら

の
本
章

が
収
蔵
さ
れ

て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
『
世
祖
実
録
』
巻
七

五
、

順
治

一
〇
年
五
月

丁
卯

の
条
を
参

照
。

(26
)

『
世
祖
実
録
』
巻
七

三
、

順
治

一
〇
年
三
月
戊
辰

の
条

に
、
満
文
本
章

の
格
式

に

つ
い
て
、
①

官
員

の
街
名
、
②

「謹
題

」

の
字

、
③

「所
條
陳
爲
某

事
」

の
順
に
記
す

よ
う
命

じ
て

い
る
。

(27
)

『
世
祖
実
録
』
巻
七

四
、

順
治

一
〇
年
四
月

己
亥

の
条
。



(28
)

唐

益
年

『
清
宮
太
監
』

(遼
寧
大
学
出
版
社

、

一
九
九
三
年
)

一
四
～

一
五
頁
。

(
29
)

『
世
祖
実
録
』
巻

六
、
順
治

元
年
七
月

乙
卯
、
巻

一
六
、
順
治

二
年
五
月
辛
亥

の
条
。

(
30
)

『
世
祖
実
録
』
巻

七
六
、
順
治

一
〇
年
閏
六

月
戊

子
の
条

。

(
31
)

同
右
。

(
32
)

『
世
祖
実
録
』
巻

七
七
、
順
治

一
〇
年
七
月

丁
酉

の
条
。

拙
稿
前
掲
註

(
4
)
論

文
を
参
照
。

(
33
)

レ
ン
セ

ン
ギ

に

つ
い
て
は
、
磯
部
淳
史

「清
朝
順
治
初

期
に
お
け

る
政

治
抗
争
と
ド

ル
ゴ

ン
政
権
-

八
旗

制
度

か
ら

の
考
察

を
中
心
に
ー

」

(『
立
命

館
東
洋
史
学
』
第

三
〇
号
、

二
〇
〇
七
年
)

一
七
頁
な
ど
を
参
照
。

(
34
)

拙
稿

「領
侍
衛
内
大

臣

の
形
成
-

順
治
朝
政
治
史

の

一
勧
1

」

(近
刊
予
定
)
。

(
35
)

宮
崎
前
掲
註

(
7
)
論
文
、
二
九
三
～

二
九

五
頁
。

(
36
)

『
世
祖
実
録
』
巻

七
八
、
順
治

一
〇
年

一
〇

月
己
卯

の
条

。

(
37
)

『
世
祖
実
録
』
巻

八
八
、
順
治

↓
二
年
正
月

甲
午

の
条
。

(
38
)

『
世
祖
実
録
』
巻

八
九

、
順
治

=

一年
三
月

壬
戌

の
条
。
谷
井
前
掲
註

(
8
)
論
文
、

一
四
八
頁
、
拙
稿
前
掲
註

(
4
)
論
文

を
参
照
。

(
39
)

『
世
祖
実
録
』
巻

一
〇

一
、
順
治

=
二
年
閏

五
月
己
未

の
条
。

(
40
)

『
世
祖
実
録
』
巻

一
〇
二
、
順
治

一
三
年
六

月
甲
申

の
条

。
京
官

の
本
章
は
そ

の
多

く
が
満
文
で
あ

っ
た
た
め
直
接
上
奏

す
る

こ
と
が

で
き
た

の
に
対

し
、
外
官

の
本
章

は
ほ
と

ん
ど
が
漢
文

で
あ

っ
た

の
で
内
院

で
満
文

に
翻

訳
す
る
必
要
が
あ

り
、
両
者

の
上
達
過
程

に
相
違

が
み
ら
れ
た
。
宮
崎
前

掲

註

(
7
)
論
文
、
三
〇

三
～
三
〇
五
頁
を
参
照
。

(
41
)

『
世
祖
実
録
』
巻
九

二
、
順
治

=

一年
六
月
辛

巳
の
条
。

(
42
)

特
成
額

・
福
明
纂
修

『
開
国
佐
運
功

臣
弘
毅
公
家
譜
』

(乾
隆

年
間
紗
本
、
『
北
京

図
書
館
蔵
家
譜
叢
刊
民
族
巻
』
第
三
九
冊
、
北

京
図
書
館
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
所
収
)

四
二
四
頁
。

(
43
)

順
治
年
間

に
お
け
る
内

閣

・
翰
林
院

の
成
立

に

つ
い
て
は
、
宮
崎
前
掲
註

(
7
)
論

文
、

二
九
六
～

二
九
九
頁
を
参
照
。



(
45
)

蒋
兆
成

・
王
日
根

『
康
煕
傳
』

(台
湾
商
務

印
書
館
、

二
〇
〇

二
年
)

四
～
二
八
頁
を
参
照
..

(
61
)

中
国
第

一
歴
史
棺

案
館
蔵

『
康
煕
朝
満

文
殊

批
奏

摺
』

(九
州
大
学
附

属
図
書
館
所
蔵

マ
イ

ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
)
明
珠
、
内
政
職
官
、

無
年
月
、
案
巻
号

五
〇
〇
、
奏

摺
と
は
康

煕
二
〇
年
代

に
皇
帝
と

官
僚
と
が
直
接
交

わ
す
よ
う

に
な

っ
た
私
的
な
文
書
を

い
う
。

詳
細
に

つ
い
て
は
拙

稿

「清
代
康
煕
年

間

に
お
け

る
奏
摺

政
治

の
展
開
」

(『
九
州
大

学
東
洋
史
論
集
』
第

三
三
号
、

二
〇
〇

五
年
)

を
参

照
。

(
47
)

『
康
煕
朝
満

文
株
批
奏
摺
』
明
珠
、
内
政

職
官
、
無
年
月
、
案
巻

号
五
〇
〇
。

(
48
)

劉
家
駒

「康

煕
皇
帝
的
集
権
與
激
変

」

(『
東
呉
歴
史
学
報
』
第

三
期
、

一
九
九
六
年
)
六

三
～
六
四
頁
。

(
49
)

『
康
煕
朝
満

文
株
批
奏
摺
』

明
珠

、
内

政
職
官
、
無
年
月
、
案
巻

号
五
〇
〇
。

(
50
)

『
康
煕
朝
満

文
株
批
奏
摺
』

明
珠

、
内

政
職
官
、
無
年
月
、
案
巻

号
五
〇
〇
。

(
51
)

『
宮
中
棺
康

煕
朝
奏
摺
』
第

八
輯

(満

文
諭

摺
第

一
輯
)
、
上
諭
、
康

煕
八
年
五
月

一
二
日
。

(
52
)

『
宮
中
棺
康

煕
朝
奏
摺
』
第

八
輯

(満

文
諭

摺
第

一
輯
)
、
上
諭

、
康

煕
八
年
五
月

二
三

日
。

(
53
)

蒋
兆
成

・
王
日
根
前
掲

(
45
)
著
書
、

二
四
～
二
五
頁
、
岡

田
英
弘

「清

の
聖
祖
康
煕
帝

満

洲
人

の
征
服

王
朝

「
清
帝

国
」
」

(
同

『
皇
帝
た
ち

の
中

国
』
第

五
章

、
原
書
房
、

二
〇
〇
二
年

[
一
九
九
八
年
初
版

])

二
二
五
～

二
二
七
頁
、.

(
54
)

佐
伯

・
陳

文
石

・
常
江
ら
前
掲

註

(
5
)
論
著
を
参
照
。

(
[ob
)

昭
樋

『
囎
亭
績
録
』
巻

一
、

「御

前
大
臣
」

の
項

に

「本
朝

竪
明
弊
政
、
不
許
寺

人
干
預
政
事

、
命
内
務
府
大
臣
監
之
。
然
内

廷
事
務
、
毎
乏
統
領
之

人
、
仁
皇
習
知

其
弊
、
特

設
御
前
大
臣

、
皆
以
内
廷
動

戚
諸
臣
充

之
。

無
定
員
。

凡
乾
清
門
内

之
侍
衛
司
員

諸
務
、
皆
命

其
統
轄
.、
」
と
あ
る
。
常

江

ら
前
掲

註

(
5
)
著
書

二
四
～
二
五
頁
。

(56
)

拙
稿

前
掲
註

(
4
)
論
文
を
参

照
,

([イFO
)

同
右

,

(58
)

ム
ク
ン
に

つ
い
て
は
、

三

田
村
泰
助

「
ム
ク

ン

・
タ

タ

ン
制

の
研
究
」
『
清

朝
前
史

の
研
究

』

(同
朋
舎
、

一
九
七
二
年

[
一
九

六
三
年
初
出
]
)
、
増

(
44
)

拙

稿

前

掲

註

(
4
)
論

文

を

参

照

。



井
寛
也

「満
族

入
関
前

の
ム
ク

ン
に

つ
い
て
i

『
八
旗
満

洲
氏
族
通
譜
』
を
中
心

に
ー

」

(『
立
命
館
文
学
』

五
二
八
、

一
九
九

三
年

)
を
参
照
。
八
大

ム
ク

ン
と

は
、
①

瓜
爾

佳
氏
②
鉦
帖
禄
氏
③

野
穆
禄
氏
④
納
劇

氏
⑤
董
郷
氏
⑥

馬
佳

氏
⑦

伊
爾
根
覚
羅
氏
⑤
輝

発
氏

で
、

い
ず
れ

も
古
く
か
ら

ヌ
ル

ハ

チ
の
出
自

す
る
建
州
左
衛
と
密
接
な
関

係
が
あ

っ
た
。

(
59
)

三

田
村
泰
助

「
明
末
清
初

の
満
洲
氏
族
と

そ

の
源
流
」
『
清

朝
前

史

の
研
究
』

(
同
朋
舎
、

一
九
七

二
年

[
一
九
六

〇
年

初
出
]
)
、

関
嘉

禄

「清
朝
開

国
助

臣
費

英
東
簡

論
」

(『
故
宮
博
物
院

院
刊
』
第

一
期
、

一
九

八
五
年
)
を
参
照
。

(
60
)

李

鳳
民

「和
碩
公
主
穆
庫
什
的

婚
配
問
題
」

(『
故
宮
博
物
院
院
刊

』
第
二
期
、

一
九

八
四
年

)。

(
61
)

三
田
村
前

掲
註

(
58
)
(
59
)
論
文
、
増

井
寛

也

「
ヌ
ル

ハ
チ
勃
興
初
期

の
事
蹟
補

遺
ー

エ
イ

ド
ゥ
ー
バ
ト
ゥ

ル
自
述

の
功
業
記
を
中

心
に
ー

」

(『
大
垣

女

子
短
期
大
学

研
究
紀

要
』
第
四
〇

号
、

一
九

九
九
年
)
、
増

井
前
掲
註

(
5
)

「グ
チ

ュ

(
g
u
c
u

)
考
」
論

文
を
参
照
。
な

お
、

ニ
ュ
フ
ル
氏
と
タ

タ

ラ
氏

の
家
譜
を
精
査

し
、
清
朝
を
通

じ
た
両
家

の
人

口
分
布

を
分
析
す
る

こ
と

で
、
権

門
旗
人
と
寒
門
旗

人
に
対
し

て
清
朝
政
権

の
処
遇
に
明
確
な
差

が

あ

っ
た

こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
労
作

に
、
頼
恵
敏

「社
会
地

位
与
人

口
成
長
的
関
係
-

以
清
代
両
個
満
洲
家

族
為

例
」

(『
中
央
研

究
院
近
代
史
研
究

所
集
刊

』
第
二

一
期
、

一
九
九

二
年
)
が
あ
る
。

(
62
)

増

井
前
掲
註

(
61
)

「
ヌ
ル

ハ
チ
勃

興
初
期

の
事
蹟
補
遺
」
論
文
、

四
四
頁
。

(63
)

順
治
初
纂

『
大
清
太
宗

文
皇
帝
実
録
』
巻

二

二
、
崇
徳

元
年
四
月

=
二
日

の
条
。
な
お

エ
イ
ド

ゥ
の
称
号

は
、
そ

の
後
よ
り
中

国
的

な
雅
号

で
あ

る

「弘
毅
公
」
と

改
め
ら
れ
た
が
、
内
三
院

の

一
つ
で
あ
る
内
秘
書
院

で
編
纂
さ

れ
た

モ
ン
ゴ

ル
語
櫨
案
・
m
o
n
g
y
o
l
 
d
a
n
g
s
a
 
e
b
k
e
m
e
l
 
u
n
 
e
m
k
i
d
k
e
l

m
i
g
e
d
u
g
e
r
 
e
m
k
i
d
l
k
e
l

=

(内
蒙
古
人
民
出

版
社

、
二
〇
〇
三
年
)

に

「
e
y
i
d
u
-
y
i
 
y
e
k
e
 
b
a
y
a
t
u
r
 
g
u
n
g
 
c
o
l
a
 
b
a
r
 
e
r
g
u
g
e
d

.

(
エ
イ
ド

ゥ
を

「大
勇

公
」

と

い
う
称
号

に
奉

じ
た
。
)
L

(
二
五
頁
)

と
あ
る
よ
う
に
、
当
史
料

か
ら
も
元
来

の
称
号
は

「大
勇

公
」

で
あ

っ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。

(64
)

『
世
祖
実
録
』
巻

八
、
順
治

元
年
九

月
壬
子
、
巻
六

四
、
九

年
四
月
乙
卯
、
巻

六
七
、
九
年
八
月

己
酉
、
巻

=

一三
、

一
六
年

正
月
壬
寅

の
条
を
参
照
。

(65
)

一
例
と
し

て
阿
南
惟
敬

「清
初

固
山
額
真
年
表
考
」

(『
清
初

軍
事

史
略
考
』
甲
陽
書
房
、

一
九
八
〇
年
)

二
五
〇
頁
を
参
照
。

(66
)

『
開
国
佐
運
功
臣
弘
毅

公
家

譜
』

三
三

}
～
三
三
三
頁
。

(67
)

拙
稿

「清
朝
内
廷

の
成
立

」

(近
刊
予
定
)
。

そ
の
内
容

に

つ
い
て
は
、
す

で
に

「清
朝
内

廷

の
形
成
」

(第
十

一
回
東
洋
史

学
研
究
会
、
於
福
岡
大
学



セ
ミ
ナ
ー

ハ
ウ

ス
、

二
〇
〇
八
年
六
月

)
、

「清
朝
内

廷
と
侍
従
集

団
」

(平
成

二
〇
年
度
九
州
史

学
会
東
洋

史
部
会
、
於

九
州
大
学
、

二
〇
〇
八
年

一

二
月
)
と
題
し
報
告

し
た
。
席

上
貴

重
な
ご
意
見
を

い
た
だ

い
た
諸
先
生
方
に

こ
の
場
を
借

り
て
感
謝

の
意
を
表

し
た

い
。

(68
)

李
鳳
民

「和
碩
公
主
穆
庫

什
的

婚
配
問
題
」

(『
故
宮
博
物

院
院
刊
』
第

二
期
、

一
九

八
四
年
)。

な
お
、
磯
部
淳
史
氏

も
、

順
治
帝

即
位
を
め
ぐ
り

ム

ク
シ
を
通
じ
た

ニ
ュ
フ
ル
氏

と
清

朝
皇
族
と

の
関
係

に

つ
い
て
着

目
さ
れ

て
い
る
。
磯
部
前
掲

註

(33
)
論
文
を
参
照
。

(69
)

『
開
国
佐
運
功
臣
弘
毅

公
家

譜
』

四
二
三
～
四
頁
に

「伍
爾
錫
、

少
選
侍
衛
。
太
宗
文
皇
帝
初
定
侍
衛

等
次
時
、
擢
爲
頭
等
侍
衛
。

公
有

瞥
力
善
撲
、

世
祖
章

皇
帝
命
與
喀
爾
喀
布
庫
相
撲

、
連
撲
跣
其

二
人
、
上

深
加

褒
奨

、
賜
上
方
食
品
、
随

賜
副
都

統
俸

、
在

善
撲
虞
行
走
。
」

と
あ
る
。

(70
)

李
鵬
年
等
編
著

『
清
代
中
央

国
家

機
関
概
述
』

(紫
禁
城
出
版
社

、

一
九
八
九
年
)

=
二
七
～
八
頁
。

(71
)

『
開
国
佐
運
功
臣
弘
毅
公
家

譜
』

五
二
七
頁
。

(72
)

中
国
第

一
歴
史
棺
案
館
蔵

『
満

文
内

国
史
院
櫨
』

(九
州
大
学

附
属
図
書
館
所
蔵

マ
イ

ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
)
天
聡
八
年
棺
、

一
九
葉
裏

～
表
、
天
聡
八
年

正
月

一
八

日
。
中
国
第

一
歴
史
櫨
案
館

編

『
清
初
内
国
史
院
満

文
櫨
案

訳
編

(上
)
』

(光
明

日
報

出
版
社
、

一
九
八
九
年
)

五
七
頁
。

(73
)

詳
細

は
拙
稿

「清
朝
内
廷

の
成
立

」

(近
刊
予
定
)
を
参
照
。

(74
)

『
聖
祖
実

録
』

巻

一
二
五
、
康

煕

二
五
年

四
月
丙
申

の
条

、
『
八
旗
通
志
初

集
』
巻
三
、
旗
分
志
。

家
譜

に
よ
れ
ば

そ

の
後
ま
も
な

く
乾

清
門
三
等
侍

衛

、

一
等
侍
衛
兼
侍
衛

班
領

・
侍

衛
什
長
に
任
用
さ
れ

て
い
る
。

(75
)

『
星
源
集
慶
』

(学
苑

出
版
社
、

一
九
八
八
年
)
六
〇

・
六

八
頁

、
『
大
清
高
宗
純
皇
帝
実
録
』
巻

七
、
雍
正
一
三

年

一
一
月
辛
亥

の
条
。

(76
)

『
八
旗

通
志
初
集
』
巻
三
、
旗
分
志
。

(補

註
)
本
稿

の
論
旨
に
深
く
関
わ
る
満
洲
語

の
固
有
名
詞

の
み
、
片

仮
名
で
表
記
し
た

の
ち
括
弧
内

で
満
洲

語
の

ロ
ー

マ
字
転

写
と
通
行

の
漢
字
表
記
を

示

す
。


